
令和４年度  雲南地域保健医療対策会議 
 
                                   日 時：令和５年２月２日（木）18:00-20:00 

                  形 式：リモート開催（Ｖ－ＣＵＢＥ）  
 
開会あいさつ 

 
 
 
議 事 

 

 １．委員長の選出について                    
 
 

２．公立病院経営強化プランについて             【資料１】 
                                
 

３．外来医療機能報告及び紹介重点医療機関について      【資料２】 
                                
     

４．医療介護総合確保基金事業について            【資料３】 
                                
 

５．医療機器の「共同利用計画」について           【資料４】 
                                
 
 ６．島根県保健医療計画の進行管理について      【資料５－１～３】 

 ・重要業績評価指標                    
 ・各関係機関の取り組み状況               
 ・雲南圏域の病床機能について              

 
７．報告事項  

○地域医療連携推進法人及び医療連携コーディネーターについて【資料６】 
                                 
   
意見交換 

 
○雲南圏域における地域医療の状況と次期医療計画について  【資料７】 

     
 
 

閉会あいさつ 



No 所　　属 職 氏　名 出席方法 備考

1 雲南市 副市長 吉山 治 会　場

2 奥出雲町 副町長 藤原 努 リモート

3 飯南町 副町長 奥田 弘樹 リモート

4 雲南市立病院 院長 西 英明 リモート

5 町立奥出雲病院 院長 鈴木 賢二 リモート

6 飯南町立飯南病院 院長 角田 耕紀 リモート

7 平成記念病院           院長 陶山 紳一朗 リモート

8 奥出雲コスモ病院 院長 今岡 健次 リモート

9 雲南広域連合雲南消防本部 警防課長 江角　正樹 リモート 代理

10 雲南広域連合 事務局長 内田　孝夫 会　場

11 雲南医師会 会長 永瀬 英雄 リモート

12 雲南歯科医師会 代表 青木 誠 リモート

13 雲南圏域健康長寿しまね推進会議 会長 加納 昂 会　場

14 島根県薬剤師会雲南支部 代表 伊藤　　健 会　場

15 島根県看護協会雲南支部 支部長 藤原千登勢 リモート

16 雲南地区栄養士会 会長 舩木 和江 リモート

17 雲南市社会福祉協議会 事務局長 杉原 昭見 リモート

18 雲南地域介護サービス事業管理者連絡会 会長 梅木　浩美 リモート

19 雲南地域介護支援専門員協会 副会長 室下 純子 － 欠席

20 がんばれ雲南病院市民の会　 事務局長 茢田 　進 － 欠席

21 奥出雲町地域医療確保推進協議会　 会長 岩佐 俊秀 リモート

22 飯南町の医療を守り支援する会　
（事務局）
飯南町保健福祉課長

小玉 千恵 リモート 代理

23 保険者協議会　島根県市町村職員共済組合 事務局長 小松 正樹 リモート

【事務局】

所長 梶浦 靖二

総務保健部長 永瀬 和枝

環境衛生部長 田原 誉利子

健康増進課　課長 内田 千寿

医事・難病支援課　課長 吉木 洋介

衛生指導課　課長 倉瀧 英人

地域包括ケア推進スタッフ　 中島 和子

医事・難病支援課　企画員 平田 雅子

医事・難病支援課　主　事 綿貫 晴斗

令和４年度　雲南地域保健医療対策会議　出席者名簿
- 地域医療構想調整会議（全体会議） -

雲南保健所



雲南地域保健医療対策会議設置要綱 
 
（目的） 
第 1 条 県民が、生涯にわたり健康で、必要なときに適切な保健・福祉サービスを利用で

き、また、いつでもどこでも安心して質の高い医療を受けられるよう、地域における保

健医療に関する諸課題を検討し、その充実を図るために、雲南地域保健医療対策会議（以

下「保健医療対策会議」という）を設置する。 
 
（所掌事務） 
第 2 条 保健医療対策会議は、次に掲げる事項について協議、検討する。 
（１）地域における保健医療体制の構築に関すること。 
（２）保健医療計画の地域における進行管理に関すること。 
（３）その他、地域における保健医療に関する諸課題の検討に関すること。 
 
（組織） 
第 3 条 保健医療対策会議の委員は、地域の病院の病院長、郡市医師会代表、市町副市町

長、消防本部消防長、保健・福祉等の関係諸機関の長又はこれに準ずる職の者、地域住民

の代表、保健所長及びその他関係者をもって構成する。 
 
（委員の任期） 
第 4 条 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。なお、補欠の委員の任期は前任者の残

任期間とする。 
２ 改選時において、次期役員が選出されるまでの間は、前役員が引き続き就任するもの

とする。 
 
（運営） 
第 5 条 保健医療対策会議は、次により運営する。 
（１）会議には、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 
（２）保健医療対策会議の議長は、委員長が務める。 
（３）委員長に事故がある時は、副委員長がその職務を代理する。 
 
（作業部会等） 
第 6 条 地域における保健医療体制の構築に当たり、諸課題の検討を行うために、必要に

応じて作業部会及び検討会議を設けることができる。 
 
（庶務） 
第 7 条 保健医療対策会議及び作業部会等の庶務は、雲南保健所において処理する。 
 
（その他） 
第８条 この要綱で定めるものの外、保健医療対策会議及び作業部会等の運営に関して必

要な事項は別に定める。 
 
附則  この要綱は、平成１８年 ８月１０日から施行する。 
附則  この要綱は、平成１９年 ７月２５日から施行する。 
附則  この要項は、令和 元年 ８月 １日から施行する。 



 
 

雲南地域保健医療対策会議委員 
                                

所  属 職 氏  名 

雲南市立病院 病院事業管理者  

町立奥出雲病院 病院長  

飯南町立飯南病院 病院長  

平成記念病院 病院長  

雲南医師会 会 長  

歯科医師会雲南支部 代 表  

雲南市 副市長  

奥出雲町 副町長  

飯南町 副町長  

雲南広域連合雲南消防本部 消防長  

雲南広域連合事務局 事務局長  

雲南圏域健康長寿しまね推進会議 会 長  

島根県薬剤師会 常務理事  

看護協会雲南支部 支部長  

雲南地区栄養士会 会 長  

雲南市社会福祉協議会 事務局長  

雲南地域介護ｻｰﾋﾞｽ事業管理者連絡会 会 長  

雲南地域介護支援専門員協会 副会長  

がんばれ雲南病院市民の会 事務局長  

雲南病院を支えよう市民の会 会長  

奥出雲町地域医療確保対策推進協議会 会長  

飯南町の医療を守り支援する会 会長  

雲南保健所 所 長  

 
 



　　雲南圏域保健医療計画の進行管理の体制

医療連携体制の構築

がん

脳卒中

心筋梗塞等の心血管疾患

糖尿病

精神疾患

救急医療

災害医療

地域医療

周産期医療

小児医療

在宅医療

その他医療体制整備

医療安全の推進

健康長寿しまねの
推進

健やか親子
しまねの推進

母子保健推進協議会・市町・保健所母子保健担当会

難病等保健・医療・福祉対策 難病患者療養支援関係者会議

感染症保健・医療対策 雲南・出雲・県央保健所感染症診査協議会(結核部会・一般感染症部会)

食品の安全確保対策 雲南保健所内の検討会

健康危機管理体制の構築 雲南保健所内の検討会

雲南圏域健康長寿しまね推進会議（全体会・5プロジェクト会議）
歯科保健対策連絡調整会議、地域・職域ネットワーク会議

保健所が所管する会議

雲南病院等救急連絡会

雲南地域災害医療対策会議

圏域周産期医療体制検討会、周産期看護連絡会

緩和ケアネットワーク連絡会・がん予防対策事業連絡会・がん検診精度管理検討会

脳卒中対策調整会議（市町担当者会議）

雲南圏域糖尿病対策連絡会議

精神保健福祉ネットワーク会議
精神科救急医療体制整備雲南圏域連絡調整会議
雲南圏域自死予防対策連絡会
雲南圏域精神障がい者地域生活移行・地域定着支援会議
雲南圏域子どもの心の診療ネットワーク会議

在宅医療に関する意見交換会・検討会
緩和ケアネットワーク連絡会

雲南地域保健医療対策会議（地域医療構想調整会議 全体会議）

第
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第

６

章

○雲南地域保健医療対策会議において、保健医療計画の進行管理及び評価を行う。

○地域医療構想の達成に向けた検討の場として、「雲南地域保健医療対策会議」を”地域医療構想調整会議（全体会

議）”として位置づける。また、「医療・介護連携部会」を”地域医療構想調整会議（関係者会議）”、「医療部会」を”地域医

療構想調整会議（個別調整会議）”として位置づけ、具体的な協議を行う。

○ 医療関連施策等の円滑な推進を図るため、地域医療検討会議、地域医療関係者連絡会を必要時開催し、医療 に関

する情報交換や検討を行う。

○「第5章 5疾病5事業及び在宅医療」については、その検討内容に基づき、下記会議の場で具体的な取り組みを検討・

実施する。

会議を設置していない項目については、保健医療対策会議、地域医療検討会議、地域医療関係者連絡会で検討する。

○「第6章 健康なまちづくりの推進」については、下記会議の場で実質的な進行管理を行う。雲南地域保健医療対策会

議は、下記会議の場で挙がった必要事項について検討する。

○医療介護連携部会

（地域医療構想調整会議 関係者会議）

○医療部会 ○地域医療検討会議(首長、病院長等) ○地域医療関係者連絡会(病院事務長、実務課長)

（地域医療構想調整会議 個別調整会議）



【 資料１】

公立病院経営強化プランについて





策定時期 令和４ 年度又は令和５ 年度中に策定○
プ ラ ン の期間 策定年度又はそ の次年度~ 令和９ 年度を標準○
プ ラ ン の内容○ 持続可能な地域医療提供体制を 確保するため、 地域

の実情を 踏ま えつつ、 必要な経営強化の取組を記載

公 病院立 は、 こ れま で○ 再編・ ネッ ト ワ ーク 化、 経営形態の 直見 し など に取り 組んでき たが、 医師・ 看護師等の不足 、 減少人 口 ・ 少 齢化子 高
に伴う 医療需要の変化等によ り 、 依然と し て 、 持続可能な経営を 確保し き れない病院も多いのが実態。

ま た 、 コ ロ ナ対応に公 病院立 が中核的な役割を果たし 、○ 感染症拡 時大 の対応における公 病院立 の果たす役割の重要性が改めて認識さ れる と
と も に、 病院間の役割分担の明確化・ 最適化や医師・ 看護師等の確保など の取組を平時から 進めてお く 必要性が浮き彫り と なっ た 。

今後、○ 医師の時間外労働規制への対応も迫ら れるなど 、 さ ら に厳し い状況が 込見 まれる 。

持続可能な地域医療提供体制を 確保する ため、○ 限ら れた医師・ 看護師等の医療資源を 地域全体で最 限効率的大 に活用する と いう 視点を 最も
重視し 、 新興感染症の感染拡 時等大 の対応と いう 視点も持っ て 、 公 病院立 の経営を強化し ていく こ と が重要。

第１ 公 病院経営強化立 の必要性

第２ 地 公共団体方 における公 病院経営強化立 プ ラ ン の策定

役割・ 機能の最適化と 連携の強化( 1 )  
・ 地域医療構想等を踏ま えた当該病院の果たすべき 役割・ 機能

・ 地域包括ケア システムの構築に向けて果たすべき 役割・ 機能

・ 機能分化・ 連携強化

医師・ 看護師等の確保と 働き 改方 革( 2 )  
・ 医師・ 看護師等の確保（ 特に 、 不採算地区病院等への医師派遣を 強化）

・ 医師の働き 改方 革への対応

経営形態の 直見 し( 3 )  

新興感染症の感染拡 時等大 に備えた平時から の取組( 4 )  

施設・ 設備の最適化( 5 )  
・ 施設・ 設備の適正管理と 整備費の抑制

・ デジタ ル化への対応

経営の効率化等( 6 )  
・ 経営指標に係る 数値 標目

公 病院経営強化立 プ ラ ン の内容

「 持続可能な地域医療提供体制を 確保するための公立病院経営強化ガイ ド ラ イ ン ｣の概要

都道府県が、 市町村のプ ラ ン策定や公 病院立 の施設の新設・ 建替等○
にあた り 、 地域医療構想と の整合性等について積極的に助言 。

医療資源が 較的充実比 し た○ 都道府県 病院等立 が、 中 規模小 の公 病立
院等と の連携・ 援支 を 強化し ていく こ と が重要。

第３ 都道府県の役割・ 責任の強化

病院事業担当部局だけでなく 、 企画・ 財政担当部局や医療政策担当○
部局など 関係部局が連携し て策定。 関係者と 丁寧に意 交換見 する と と
も に 、 策定段階から 議会、 住民 に適切に説明。

概ね年１ 回以上点検・ 評価を 行 い、 そ の結果を 公表する と と も に 、○
必要に応じ 、 プ ラ ン を 改定。

第４ 経営強化プ ラ ン の策定・ 点検・ 評価・ 公表

○ 機能分化・ 連携強化に伴う 施設整備等に係る病院事業債（ 特別分）
や医師派遣に係る特別交付税措置を 拡充。

第５ 財政措置

各公 病院立 の役割・ 機能を 明確化・ 最適化し 、 連携を 強化。
特に 、 地域において中核的医療を 行 う 基幹病院に急性期機能を 集約し て
医師・ 看護師等を 確保し 、 基幹病院以外の病院等は回復期機能・ 初期救
急等を 担う など 、 双方 の間の役割分担を 明確化する と と も に 、 連携を 強
化する こ と が重要。

１





医政発 0324 第６ 号

令和４ 年３ 月 24 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

（ 公 印 省 略）

地域医療構想の進め方について

地域医療構想については、 これまで、「 地域医療構想の進め方について」（ 平成30年２

月７日付け医政地発0207第１ 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知） 及び「 公立・

公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」（ 令和２年１ 月17日付け医政発

0117第４号厚生労働省医政局長通知） 等に基づき、 取組を進めていただいてきたところ

である。 引き続き、 これらの通知の記載を基本としつつ取組を進めていただく 際に、 追加

的に留意いただく 事項について、 下記のとおり整理したので、 貴職におかれては、 これら

の整理について御了知いただいた上で、 地域医療構想の実現に向けた取組を進めるととも

に、 本通知の趣旨を貴管内市区町村、 関係団体及び関係機関等へ周知いただく ようお願い

する。

なお、 本通知は、 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第245条の４第１項の規定に基

づく 技術的助言であることを申し添える。

記

１ ． 基本的な考え方

今後、 各都道府県において第８次医療計画（ 2024年度～2029年度） の策定作業が2023

年度までかけて進められる際には、 各地域で記載事項追加（ 新興感染症等対応） 等に向け

た検討や病床の機能分化・ 連携に関する議論等を行っていただく 必要があるため、 その作

業と併せて、 2022年度及び2023年度において、 地域医療構想に係る民間医療機関も含め

た各医療機関の対応方針の策定や検証・ 見直しを行う。

その際、 各都道府県においては、 今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により病

床の機能分化・ 連携等の重要性が改めて認識されたことを十分に考慮する。

また、 2024年度より医師の時間外労働の上限規制が適用され、 2035年度末に暫定特例

水準を解消することとされており、 各医療機関において上限規制を遵守しながら、 同時に

地域の医療提供体制の維持・ 確保を行うためには、 医療機関内の取組に加え、 各構想区域

における地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・ 連携の取組など、 地域全体での質

が高く 効率的で持続可能な医療提供体制の確保を図る取組を進めることが重要であること

に十分留意する。

なお、 地域医療構想の推進の取組は、 病床の削減や統廃合ありきではなく 、 各都道府県

が、 地域の実情を踏まえ、 主体的に取組を進めるものである。

２ ． 具体的な取組

「 人口100 万人以上の構想区域における公立・ 公的医療機関等の具体的対応方針の再

検証等について」（ 令和３年７ 月１ 日付け医政発0701第27号厚生労働省医政局長通知）

２ . （ ３ ） において、「 公立・ 公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等、 地域医療構想

の実現に向けた今後の工程に関しては、 新型コロナウイルス感染症への対応状況に配慮し

つつ、 各地域において地域医療構想調整会議を主催する都道府県等とも協議を行いなが

ら、 厚生労働省において改めて整理の上、 お示しすることとしている。」 としていたこと

については、 2022年度及び2023年度において、 公立・ 公的・ 民間医療機関における対応

方針の策定や検証・ 見直しを行うこととする。
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このうち公立病院については、 病院事業を設置する地方公共団体は、 2021年度末まで

に総務省において策定する予定の「 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病

院経営強化ガイドライン」 を踏まえ、 病院ごとに「 公立病院経営強化プラン」 を具体的対

応方針として策定した上で、 地域医療構想調整会議において協議する。

また、 民間医療機関を含め、 議論の活性化を図るため、 必要に応じて以下の観点も参照

するとともに、 重点支援区域の選定によるデータ分析等の技術的支援なども併せて活用

し、 議論を行う。
※ 民間医療機関を含めた議論の活性化を図るための観点の例（ 2020年３ 月19日の地域医療構

想ワーキンググループにおける議論より）

・ 高度急性期・ 急性期機能を担う病床…厚生労働省の診療実績の分析に含まれていない手

術の一部（ 胆嚢摘出手術や虫垂切除手術など） や内科的な診療実績（ 抗がん剤治療など）、

地理的要因を踏まえた医療機関同士の距離

・ 回復期機能を担う病床…算定している入院料、 公民の違いを踏まえた役割分担

・ 慢性期機能を担う病床…慢性期機能の継続の意向や介護保険施設等への転換の意向・ 状

況

３ ． 地域医療構想調整会議の運営

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、 地域医療構想調整会議の運営に

当たっては、 感染防止対策を徹底するとともに、 医療従事者等の負担に配慮する。

年間の開催回数についても、 必ずしも一律に年４ 回以上行うことを求めるものではない

が、 オンラインによる開催も検討し、 必要な協議が十分に行われるよう留意する。

また、 感染防止対策の一環として会議の傍聴制限を行った場合には、 会議資料や議事録

等の公表について、 とりわけ速やかに行うよう努める。

４ ． 検討状況の公表等

検討状況については、 定期的に公表を行う。 具体的には、 2022年度においては、 2022

年９月末及び2023年３ 月末時点における検討状況を別紙様式に記入し、 厚生労働省に報

告するとともに、 各都道府県においてはその報告内容を基にホームページ等で公表する。

なお、 各都道府県ごとの検討状況については、 今後、 地域医療構想及び医師確保計画に

関するワーキンググループ等に報告することを予定している。

また、 様式に定める事項以外にも厚生労働省において、 随時状況の把握を行う可能性が

ある。

５ ． 重点支援区域

重点支援区域については、 都道府県からの申請を踏まえ、 厚生労働省において選定して

いるが、 今後、 全ての都道府県に対して申請の意向を聞く ことを予定している。

６ ． その他

第８次医療計画の策定に向けては、 現在、 第８次医療計画等に関する検討会や同検討会

の下のワーキンググループ等において「 基本方針」 や「 医療計画作成指針」 の見直しに関

する議論を行っているが、 この検討状況については適宜情報提供していく 。

【 担当者】

厚生労働省医政局地域医療計画課

医師確保等地域医療対策室 計画係

03－5253－1111（ 内線 2661、 2663）

E-mai l  i ryo-kei kaku@mhl w. go. j p

4

mailto:iryo-keikaku@mhlw.go.jp


1

公立病院経営強化プランの策定状況について

１ ． 経過

公立病院は、 地域における基幹的な公的医療機関として、 地域医療の確保のため重要

な役割を果たしているが、 多く の公立病院において、 経営状況の悪化や医師不足等のた

めに、 医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていた。 このことから、 平成１９

年１２ 月に「 公立病院改革ガイドライン」、また、平成２ ７ 年３ 月には「 新公立病院改革

ガイドライン」 が示され、 それぞれに対しプランを策定し、 取り組んで来たところであ

る。

そのような中、 新たに「 持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営

強化ガイドライン（ 以下、「 ガイドライン」 という。）」（ 令和４ 年３月２ ９ 日付 総務省

自治財政局長通知） が示され、「 公立病院経営強化プラン（ 以下、「 プラン」 という。）」

の策定に向けて取り組むこととなった。

２ ． プラン策定に向けての対応

⑴ プランの名称 「 雲南市立病院経営強化プラン」

⑵ プラン策定に向けての体制

多職種で構成した「 果たすべき役割」 と「 経営効率化」 ２ つのワーキングチームを

立ち上げ、 プランの策定に向け取り組む。

⑶ プランの策定の基本的方向性

雲南市立病院中期経営方針（ 令和３ 年４ 月策定） で示した基本方針を軸に、 ガイド

ライン、 第８ 次保健医療計画（ 令和６ 年度～令和１１ 年度） 等との整合性をとる。

また、 地域医療連携推進法人 雲南市・ 奥出雲町地域医療ネット ワーク」 で策定し

ている「 医療連携推進方針」 を踏まえたものとする。

※基本方針・ 実施計画（ 案）・ ・ ・ 別紙１ のとおり

⑷ プラン策定スケジュール

令和４ 年 ６ 月 経営会議、 管理職会議にてワーキングチーム発足承認

７ 月 ワーキングチーム発足 第１回検討会議

８ 月 議会（ 教育民生常任委員会） にて経過報告

１ ２月 議会（ 教育民生常任委員会） にて経過報告

令和５ 年 ２ 月 保健医療対策会議（ 雲南保健所） にてプラン経過報告

８ ～９ 月 議会（ 教育民生常任委員会） にて経過報告

評価委員会※にてプランの評価

公表

令和５ 年２ 月２日 雲南地域保健医療対策会議

雲南市立病院 経営課
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2

※評価委員会

外部有識者や地域住民で構成した委員会に、 プランやプランに対する評価を諮問

することにより、 評価の客観性を確保するもの。

３ ． プラン策定の現況

上記のとおり策定計画を立て、 ２ つのワーキングチームにて果たすべき役割、 経営効

率化についてプラン策定をしてきている。

果たすべき役割チームでは、 基本方針を踏まえ、 各部署より実施計画を提出してもら

い、 取りまとめをしているところである。 今後は各部署からの意見をまとめ、 実際に強

化プランの素案（ 骨子） を作成していきながら、 第８ 次保健医療計画などとの整合性を

取っていく こととしている。

また、 経営効率化チームでは、 令和元年度にグランドオープンした新棟建設に係る企

業債償還の元金返済が令和５年度から始まることや、 働き方改革や定年延長制度の導入

による人件費増、 セキュリティ 対策の強化など相応の経費増が想定され、 資金運用的に

は令和５年度～９年度は一番厳しい時期となるため、 ＤＰＣ導入による収益増化策や経

費削減策など、 持続可能な医療提供体制が構築できるよう思案しているところである。
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雲南市立病院経営強化プラン 基本方針・ 実施計画について

５ つの基本方針に基づき実施計画を定め、それぞれに対し具体的取り組み事項を策定する。

１ ． 雲南医療圏域での中核病院としての役割を果たす

⑴ 組織力強化や他施設・ 多職種等との連携強化を図り、 更にはかかりつけ医機能の強

化を行い、 雲南圏域から期待され求められる医療を提供する。

⑵ 延命や治す医療から、 支える医療による健康寿命延伸に取組む。

⑶ 雲南圏域の基幹病院として急性期医療の中心的な役割を担うと伴に、 医師・ 看護師

などの医療職を派遣出来る体制を構築し、 圏域内の連携強化を図る。

⑷ 松江・ 出雲などの隣接する圏域の医療機関との更なる連携体制の充実を図る。

２ ． 医師・ 看護師等の医療職の育成・ 確保を推進するための継続的な人材育成

⑴ 雲南圏域での医療従事者の育成と確保に努め、 安定した地域医療の提供に努める。

⑵ 質の高い医療提供と総合力強化の為の各部署での専門性や技術力の向上を図る。

⑶ 地域全体で総合診療医の育成に取り組み、 総合診療やチーム医療中心の多職種連携

を強化する。

３ ． ５ 事業（ 救急・ 災害・ へき地・ 小児・ 周産期） 及び在宅医療プラス新興感染症対策

⑴ ５ 事業及び新興感染症対策について、 圏域内での中心的役割を担い、 機能分担や連

携体制の強化に取組むなど、 安心安全な医療提供体制を構築する。

⑵ 附属掛合診療所を中心に、 掛合・ 吉田地区への継続的な医療提供と在宅医療の推進

を図る。

⑶ 雲南圏域の特性および患者・ 地域の価値観の変化・ 多様化に対応し、 待つ医療から

出かける医療の実践による地域貢献に取組み、 患者満足度の向上に努める。

４ ． 地域医療連携推進法人を核とした役割・ 機能の最適化と連携強化及び地域包括ケアシ

ステムの推進

⑴ 地域医療連携推進法人への他地域や他団体等からの参加を働きかけ、 連携の拡充を

図る。

⑵ 雲南圏域に必要とされる医療機能の提供および機能集約と機能分担を明確にしたバ

ックアップ体制の構築を図る。

別紙１
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⑶ 行政や関連施設との連携と協働による、 治し・ 支え・ 寄り添う地域医療(包括ケア)

を実践し、 病院完結から地域完結となる取組みを行い、 地域包括ケアシステムの構築

を推進する。

５ ． 健全経営に徹し良質な医療提供が持続可能となる経営基盤の確立

⑴ Ｉ Ｔ 化の取組等を推進し、 雲南圏域の住民・ 患者にとって利便性の高まる診療体制

の構築など、 病院のための「 経営」 から地域のための「 運営」 に取組む。

⑵ 高齢化と人口減少を踏まえ、 病床利用率のみに依存しない、 安定した患者の確保と

診療単価からなる新たな収益構造（ ＤＰＣ制度） の構築を進める。

⑶ 医療機器の更新計画の策定

⑷ 適正な職員配置計画を策定

⑸ 医師の働き方改革を踏まえた時間外勤務の削減及び、 勤務間インターバルの徹底な

どを図る。

⑹ ワークシェア・ タスクシフト などによる職種間連携の強化を図り、 組織全体の働き

方改革を進める。

【 検討中の主な項目】

・ 基本方針、 実施計画に基づく 「 具体的取り組み事項」 の取りまとめ

・ 雲南圏域各病院間の役割等調整等

・ 令和５年度～９ 年度 ５ 年間の収支計画

・ 収支計画の基礎となる収益、 費用それぞれの具体的目標などの策定

・ 各経営指標に係る数値目標、 具体的取り組み事項
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持続可能な地域医療提供体制確保のための町立奥出雲病院経営強化プラン概要（案）

【背 景】

●不採算地区の中小公立病院は、全国的にも医師・看護師不足や人口動態変化に起因する経営環境の急激な変化で、今後ますます経営が厳しくなる。

●当院は、これまで平成２７年４月総務省発出のガイドラインに基づき「町立奥出雲病院新改革プラン」を策定し、病院経営改革を進めてきた。

●しかしながら、病院を取り巻く環境変化の中で医師等体制確保に難渋してきたことや病院利用者減少により病院経営は非常に厳しい状況。

●この度、令和４年３月に総務省明示の「公立病院経営強化ガイドライン」に沿って「町立奥出雲病院経営強化プラン」を策定。

●本プランは、行政や医師会、連携機関と役割や連携についての協議を経て策定する。今後、関係機関と連携を密にし、経営強化・運営改善を推進する。

令和５年２月2日
雲南地域保健医療対策会議資料

【現状と課題】
〇この先5年、奥出雲町は生産年齢人口が
大きく減少、高齢者数は横ばい

〇病院利用者の推移→令和３年度から改善傾向

〇近隣医療圏への患者の町外流出

〇将来の在宅医療提供体制確保の課題

【対 策】

＜当院の役割と機能の維持とその強化による経営改善＞

■医業収益向上（断らない・町外流出対策による経営強化）

▽高齢者医療を主体に、町内唯一の地域医療中核病院と

して”町内診療所と連携を密にし、在宅との垣根のない

連続性のある医療”を提供

▽近隣圏域の高度急性期病院との連携を強化し、町内で

受療できる機会を拡充

▽介護医療院での医療介護ニーズ併存利用者受入

■地域医療体制確保（医師・看護師等の確保）

▽雲南圏域での医療機能分担（小児救急・分娩取り扱い

等）による広域的な枠組みでの医療提供体制確保

▽町内の情勢変化に合わせた地域医療提供体制維持と

その確保

＜経営体制強化と新興感染症・災害時対応＞

▽経営企画機能とマネジメント強化

▽特に地域包括ケア病床を軸とした病院機能強化（R4年

度33床をR5年度より４７床へ）と収支構造改善

▽地域連携部門強化による地域連携強化

▽医師・看護師等人材確保・働き方改革への対応

▽新興感染症や災害発生時を想定した平時からの対応

【プランの期間・点検・評価】
〇令和5年度～令和9年度の5年間。状況変化で見直し
〇決算時期に年1回点検し、第3者的評価を受ける

〇修正医業収支の現状

※修正医業収支…繰出金を除いた収支

〇厳しい財務状況

<当面5年の経営課題解決の柱立て＞

■医業収益向上
（断らない・町外流出対策による経営強化）

■地域医療体制確保（医師等の確保）



1

飯南町立飯南病院経営強化プランの概要

（ 令和５ 年３月策定予定）

【 計画策定の趣旨】

医師、看護師等の確保と適切な人員配置を行い、関係機関と連携強化を図り、

本町の医療ニーズに合わせた体制を整備し、さらに経営の効率化を図ることで、

持続可能な医療提供体制を確保する。

【 基本理念】

いつまでも住み慣れたこの地域で暮らしてもらうために、 必要な医療を持続

的に提供していき、 住民の皆様に愛され信頼される病院を目指す。

【 対象期間】

令和５ 年度から令和９ 年度（ ５年間）

【 飯南病院へ期待される役割】

○いつでも、 必要な医療を受けることのできる病院（ 救急告示病院）

○地域住民の健康を維持し、 質の高い生活を支える

・ 総合的な医療サービス（ 複数診療科、 在宅支援、 保健活動等）

・ 町の医療・ 保健・ 福祉関連施策、 福祉施設との緊密な連携

【 経営強化プランの具体的な内容】

○地域医療構想等を踏まえた飯南病院の果たすべき役割・ 機能

高度急性期

近隣の高次医療機関と連携して対応する。

急性期

一般48 床を維持し、 ２次救急医療を現在の水準で確保する。 また、 がん・

小児・ 周産期医療等については近隣の医療機関と連携して対応する。

回復期

リハビリ提供を現在の水準で維持する。 また、 既存の地域包括ケア 10 床を

活用し、 在宅復帰支援を行う。

慢性期

町内の福祉施設及び近隣の医療機関等と連携して対応する。

在宅医療等

訪問診療、また、飯南町介護保険サービス事業と連携し、訪問看護及び訪問

リハビリを現在の水準で維持する。その上でニーズを踏まえながら必要に応じ

た対応を実施する。
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2

○地域包括ケアシステムの実践に向けて果たすべき役割・ 機能

・ 町の地域包括ケアシステムを牽引（ 地域包括ケア推進局）

・ 施設及び在宅療養へのより積極的な関与

・ 歯科口腔外科により、 地域での口腔ケアへの役割を果たす。

・ 圏域内、 外の市町との関わりについて協議する。

○機能分化・ 連携強化

・ 飯南病院が置かれた地理的条件、 町内で唯一の病院であることを踏まえ、

現状の急性期機能を維持した上で、 初期救急から回復期までを幅広く 担う。

・ 飯南病院に医師など人員的資源を集約し、 救急、 入院機能を維持するとと

もに、 同じく 町立の来島診療所、 志 及々び谷出張診療所に出向いて診療を行

い、 地域の医療を守る。

○医師・ 看護師等の確保

・ 現在の診療科維持のため引き続き島根県、 島根大学医学部、 雲南市立病院

など近隣の医療機関と連携し医師の確保を図る。 そのために継続的な医師派

遣を要請する。

・ 総合的な研修フィ ールドを活用し、臨床研修医等の積極的な受入れを通じた

医療従事者の確保・ 育成

・ 特に不足する薬剤師、看護師について町と連携し助成金を活用した取り組み

等を行う。また、無料・ 有料職業紹介、島根県薬剤師奨学金返還助成事業等を

通じた確保対策を行う。

○医師の働き方改革への対応

・ 36 協定の見直しや勤怠管理システムの導入など適切な労務管理の推進

・ タスクシフト ／シェアとして、 薬剤師や看護師など医療従事者の業務分担

の見直しや医師事務作業補助者の継続的な雇用など、 研修参加等のスキルア

ップのための支援を行い、 医師の負担軽減を図る。

○経営形態の見直し

不採算地区における役割と責任を果たすとともに、 地域包括ケアの推進な

どの施策と緊密な連携を図ることが必要なことから現在の経営形態（ 一部適

用） を維持する。
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3

○新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組

・ ゾーニングや感染防護具の適切な使用等の知識の習得

・ 新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえたマニュアルの見直しやＢＣＰ

の作成

・ 圏域の医療機関との連携による医療機能確保を検討する。

○施設・ 設備の適正管理と整備費の抑制

・ インフラ長寿命化計画（ 令和３ 年度策定） に沿った修繕・ 更新

・ 中長期の整備計画の策定

○デジタル化への対応

・ オンライン資格確認（ 令和３年度導入） の普及、 電子処方箋の導入

・ オンライン診療の運用体制確保に向けた検討

○経営の効率化等

・ 適切な一般会計負担の実施

・ 医師をはじめとする医療従事者の確保に向けた取り組みの継続

・ 病床利用率70%の確保、 経常収支比率100％以上

・ 10： 1 看護基準の維持と診療報酬の新たな加算届出のための体制整備

・ 薬品在庫の適正管理や後発医薬品の拡大による薬品費の抑制

・ 職員の適正配置

13



【 資料２】

外来医療機能報告及び

紹介重点医療機関について





外来機能報告

報告項目

報告頻度目的

「地域の協議の場」での議論に活用。令和４年度については、外来機能報告等の施行
初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。

医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）

対象医療機関

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。

１）医療資源を重点的に活用する外来の実施状況

２）紹介受診重点医療機関となる意向の有無

３）地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施

状況（生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数） 等

 「紹介受診重点医療機関（医療資源を重点的に活用する外来を地域で
基幹的に担う医療機関）」の明確化
 地域の外来機能の明確化・連携の推進

義務： 病院・有床診療所
任意： 無床診療所

参考 ： 医療法（一部抜粋）
第30条の18の２ 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの（以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。）の管理者は、地域にお

ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。

第30条の18の３ 患者を入院させるための施設を有しない診療所（以下この条において「無床診療所」という。）の管理者は、地域における外来医療に係る病院及

び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。

 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例）悪性腫瘍手術の前後の外来

 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例）外来化学療法、外来放射線治療

 特定の領域に特化した機能を有する外来
例）紹介患者に対する外来

年１回
（10～11月に報告を実施

医療法第30条の18の２及び第30条の18の３の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び

連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和３年５月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」（令和３年法律第49 号）が成
立・公布され、医療法に新たに規定された（令和４年４月１日施行）。

参考にする紹介率・
逆紹介率の水準

紹介受診重点
医療機関の基準

上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40％以上

かつ
• 再診の外来件数の25％以上

意向はあるが基準を
満たさない場合

紹介受診重点医療機関として取りまとめ

• 紹介率50％以上
かつ

• 逆紹介率40％以

第10回第８次医療計画等に関する検討会
資料

令和４年７月20日
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【地域の協議の場】

①医療資源を重点的に活用する外来に関する基準（※）を満たした医療機関に
ついては、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を確認し、紹介率・逆紹
介率等も参考にしつつ協議を行う。
（※）初診に占める重点外来の割合40％以上 かつ

再診に占める重点外来の割合25％以上

②医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関であ
て、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有する医療機関については、
紹介率・逆紹介率等（※）を活用して協議を行う。
（※）紹介率50％以上及び逆紹介率40％以上

③協議が整った場合に、紹介受診重点医療機関として都道府県が公表する。

外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、
以下のとおり紹介患者への外来を基本とする医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。
①外来機能報告制度を創設し、医療機関が都道府県に対して外来医療の実施状況や紹介受診重点医療機関となる意向の有

無等を報告し、
②「地域の協議の場」において、報告を踏まえ、協議を行い、協議が整った医療機関を都道府県が公表する。

※紹介受診重点医療機関（一般病床200床以上の病院に限る。）は、紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の対象となる。

地域の協議の場
における協議

紹介受診重点医療機関について

【外来機能報告】

○「医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）」等の実施状況
・医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・特定の領域に特化した機能を有する外来

○紹介・逆紹介の状況
○紹介受診重点医療機関となる意向の有無
○その他、地域の協議の場における外来機能の明確化・連携の推進

のための必要な事項

紹介

逆紹介

かかりつけ医機能を担う医療機関

・病院の外来患者の待ち時間の短縮
・勤務医の外来負担の軽減
等の効果を見込む

患者がまずは地域の「かかりつけ医

機能を担う医療機関」を受診し、必

要に応じて紹介を受けて紹介受診

重点医療機関を受診する。

状態が落ち着いたら逆紹介を受けて

地域に戻る受診の流れを明確化。

国民への周知・啓発

紹介受診重点医療機関

外来機能報告（重点外来の項目、意向等）

医療機関 都道府県

⇒公表

報告等に関するワーキン
グループ参考資料
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外来機能報告について 

医 療 政 策 課 

１ ． 背景・ 概要 

○患者が医療機関を選択するにあたり、 外来機能の情報が十分に得られず、 また、 患者に大病院志向が 

ある中で、 一部の医療機関に外来患者が集中し、 患者の待ち時間や勤務医の外来負担等が発生。  

○そこで、 地域の医療機関の外来機能の明確化・ 連携に向けて、 データに基づく 議論を地域で進める 

ため、 外来機能報告等を医療法に位置づけ（ 令和４年４月１日施行）。  

○外来機能報告を踏まえて、「 地域の協議の場」 において協議を行い、「 医療資源を重点的に活用する 

外来」 を地域で基幹的に担う医療機関（「 紹介受診重点医療機関」 という） を明確化。  

２ ． 外来機能報告 

○対象医療機関 

 －病院または有床診療所であって療養病床または一般病床を有するもの 

 －無床診療所も外来機能報告を行うことができる 

○報告項目（ 別紙のとおり）  

－このうち、「 医療資源を重点的に活用する外来の実施状況」 の項目について 

  以下の①～③のいずれかの外来を「 医療資源を重点的に活用する外来」 とする。  

３ ． 地域の協議の場 

○議題 

 ・ 紹介受診重点医療機関の取りまとめに向けた協議 

 ・ 外来機能の明確化・ 連携に向けた協議 

 ※令和４年度については、 外来機能報告等の施行初年度であるため、 紹介受診重点医療機関の明確化 

に資する協議を中心に実施。 

（ 外来機能の明確化・ 連携に向けた具体的な協議事項については、 国から改めて提示される予定）  

○協議の進め方 

紹介受診重点医療機関の協議については、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向を第一に、 

以下の基準の適合状況等を踏まえ、 関係者間で協議しつつ、 取りまとめに向けて摺り合わせを行う。  

○医療資源を重点的に活用する外来に関する基準の具体的な水準 

 ※参考にする紹介率及び逆紹介率： 紹介率50% 以上かつ逆紹介率40 以上）  

-初診基準： 40% 以上 

  初診の外来件数のうち「 医療資源を重点的に活用する外来」 の件数の占める割合 

かつ 

-再診基準： 25% 以上 

  再診の外来件数のうち「 医療資源を重点的に活用する外来」 の件数の占める割合 

①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 

②高額等の医療機器・ 設備を必要とする外来 

③特定の領域に特化した機能を有する外来（ 紹介患者に対する外来等）  
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４ ． 公表 

○医療機関の意向と地域の協議の場での結論が最終的に一致したものに限り、 紹介受診重点医療機関と 

し、 都道府県において、 協議結果を取りまとめて公表。  

○公表にあたっては、 地域の医療機関の外来機能の明確化・ 連携の状況とともに、 個々 の紹介受診重点 

医療機関について、 幅広い世代の住民に行き渡るよう留意。  

５ ． スケジュール 

６ ． 診療報酬改定との関連事項 

〇紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し 

特定機能病院、 地域医療支援病院（ 一般病床200 床以上） に加え、 紹介受診重点医療機関（ 同） に 

ついても、 紹介状なしで受診した患者等から初診 7 ,000 円、 再診3,000 円（ 歯科は別額） を徴収。 

〇紹介受診重点医療機関における入院診療の評価の新設 

 紹介受診重点医療機関（ 一般病床200 床以上） において、入院機能の強化や勤務医の外来負担の軽減

等が推進され、 入院医療の質が向上することを踏まえ、 当該入院医療について新たな評価を行う。  

   紹介受診重点医療機関入院診療加算 800 点（ 入院初日）  

※ただし、 地域医療支援病院入院診療加算 1 ,0 00 点（ 入院初日） は同時に算定できない 

〇紹介元医療機関への情報提供に関する評価 

 診療所や200 床未満の病院から紹介された患者について、 紹介先である紹介受診重点医療機関から、 

紹介元医療機関への情報提供返しについて評価を行う（ 診療情報提供料Ⅲからの名称変更・ 範囲拡大）。 

   連携強化診療情報提供料 150 点（ 月1 回）  

【 参考】 島根県内の主な病院 

①特定機能病院    島根大学医学部附属病院（ 570）  

②地域医療支援病院 

松江市立病院（ 416）、 松江赤十字病院（ 552）、  

島根県立中央病院（ 522）、 浜田医療センター（ 361）、  

益田赤十字病院（ 276）、 益田地域医療センター医師会病院（ 165） 

③一般病床200 床以上の病院 

（ ①、 ②を除く ）  
松江医療センター（ 328）、松江生協病院（ 311）、玉造病院（ 214） 

（ ） 内は令和３年10 月１日時点の許可病床のうち一般病床数 

４ 月～ ・ 対象医療機関の抽出 

・ NDB データを対象医療機関別に集計 

９ 月頃 ・ 対象医療機関に外来機能報告の依頼（ 病床機能報告と一体的に実施）  

・ 報告用ウェブサイト の開設 

・ 対象医療機関にNDB データの提供 

10～11 月頃 ・ 対象医療機関からの報告 

12 月頃 ・ データ不備のないものについて、 集計とりまとめ 

・ 都道府県に集計とりまとめを提供 

１ ～３月頃 ・ 地域の協議の場における協議 

・ 都道府県による紹介受診重点医療機関の公表 

・ 都道府県に集計結果の提供 
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医療資源を重点的に活用する外来

○ ｢医療資源を重点的に活用する外来｣（重点外来）は、以下の類型①～③のいずれかの機能を有する外来と
する。

① 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
次のいずれかに該当した入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を、類型①に該

当する｢重点外来｣を受診したものとする。（例：がんの手術のために入院する患者が術前の説明･検査や術後のフォローアップを外来で受けた等）

 Ｋコード（手術）を算定
 Ｊコード（処置）のうちＤＰＣ入院で出来高算定できるもの（※１）を算定

※１： 6000㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上のもの

 Ｌコード（麻酔）を算定
 ＤＰＣ算定病床の入院料区分
 短期滞在手術等基本料２、３を算定

② 高額等の医療機器・設備を必要とする外来
次のいずれかに該当した外来の受診を、類型②に該当する｢重点外来｣を受診したものとする。
 外来化学療法加算を算定
 外来放射線治療加算を算定
 短期滞在手術等基本料１を算定
 Ｄコード（検査）、Ｅコード（画像診断）、Ｊコード（処置）のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの（※２

を算定
※２： 脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上のもの

 Ｋコード（手術）を算定
 Ｎコード（病理）を算定

③ 特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）
次の外来の受診を、類型③に該当する｢重点外来｣を受診したものとする。
 診療情報提供料Ⅰを算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

※外来機能報告等に関するガイドライン参照

第10回第８次医療計画等に関する検討会
資料

令和４年７月20日



資料３

１．しまね型医療提供体制構築事業
（１）病床機能転換等に伴う施設設備整備事業

該当なし

（２）病床機能転換等に伴う人材確保養成事業

該当なし

２．地域医療構想の達成に向けた病床機能又は病床数の
　　変更に関する給付金

該当なし

医療介護総合確保基金事業について
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5
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医第７０３号

令和４年８月１６日

各医療機関管理者様

島根県健康福祉部医療政策課長

（ 公印省略）

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する

給付金の要望に係る意向調査について（依頼）

本県の医療行政の推進について、日ごろからご理解とご協力をいただき、厚く

お礼申し上げます。

島根県では、厚生労働省の地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床

数の変更に関する事業に基づき、病床機能分化・連携の一環として、標記の給付

金事業を実施しておりますが、令和５年度以降の事業概算額を把握するため、当

該給付金について希望がある場合は、別添回答用紙にて、令和４年９月２日（金）

までにお知らせ下さい。

なお、希望される医療機関は事業計画書を提出していただくことになります。

また、当該事業の申請に当たっては、各圏域の地域医療構想調整会議、島根県

医療審議会での協議が必要です。そのため、事業についての説明資料の作成、地

域医療構想調整会議等への出席をお願いすることがあります。

＊当該事業の要綱等については、下記アドレスをご覧下さい。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/byousyousai
hensiennhojokin.html

担当島根県健康福祉部医療政策課
地域医療支援第一グループ 中田
TEL：0852-22-5796 FAX：0852-22-6040

7

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/shimaneno_iryo/byousyousai
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雲南地域保健医療対策会議資料 資料４

共同利用の相手方となる医療機関

画像情報等の提供に関する方針

共同利用を行わない場合の理由

未定 地域の医療機関

未定 デジタルデータでの提供

令和５年度以降

1 町立奥出雲病院 マンモグラフィー 未定

更新

主には健診に使
用する予定

医療機器の「共同利用計画」について

医療機関名

対象とする医療機器

備　考
医療機器名 製造販売業者名

形 式
型 番
購入年
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島根県保健医療計画の進行管理／重要業績評価指標(KPI）                                                                        資料５－１    

 項 目 H29 年度 H30 年度 
中間評価 

Ｒ２年度 Ｒ３年度 
目標値 

(計画最終年) 
評価 備 考 

R 元年度 目標値 

医療連携 
体制 

① 入院患者の自圏域内完結率の増加 62.2% 58.2% (H29) 58.2% (H29) 69.0％ 58.2% (H29) 57.3%(R2) 69.0％ C 患者調査 

② まめネットの加入施設数の増加  77 施設 86 施設 85 施設 202 施設 84 施設 82 施設 202 施設 B 医療政策課 

③ まめネット加入者の増加 5,934 人 6,924 人 7,489 人 9,496 人 7,694 人 8,071 人 9,496 人 B 医療政策課 

がん 

① 喫煙率の低減（20～30 歳代男性） 42.2% 
（参考）48.4% 

(H28 40 歳代特定 
健診国保＋けんぽ) 

(参考) 35.9% 
(H29 40 歳代男性 
特定健診国保) 

25% 
32% (R1  

EMITAS-G) 
35.9% (R2  

EMITAS-G) 
10% C  事業所健診結果 

② がん検診受診率の向上（大腸がん 40～69 歳） 12.2% 12.7%(H28) 11.2%(H30) 20% 10.5%(R1) 10.3%(R2) 20% C  地域保健健康増進事業報告 

③ 精密検査受診率の向上（大腸がん 40～74 歳） 48.6% 67.9%(H27) 85.4%(H29) 100% 95%(H30) 69.7%(R1) 100% C 地域保健健康増進事業報告 

④ がん化学療法室の整備 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 １か所 ２か所 ２か所 A 圏域調査 

⑤ 患者の口腔ケアに取り組む病院の増加 １か所 ３か所 ２か所 ４か所 ３か所 ３か所 ４か所 B 圏域調査 

⑥ 医療用麻薬（注射薬）応需薬局の増加 ２か所 ２か所 ２か所 ４か所 
６か所 

（R３調査） 
６か所 

（R３調査） 
４か所 A 在宅資源調査 

⑦ 緩和ケア研修会の開催回数の増加 ０回 ３回 ４回 ５回 １回 １回 ５回 B 圏域調査 

脳卒中 

① 生活習慣病に関する健康教育の参加者数 3,305 人 6,117 人 3,176 人 5,495 人 1,864 人 2,453 人 5,495 人 B 圏域調査 

② 特定健診受診率の向上 37.6% 37.4%(H29 速報値) 40.7% 42.9% 38.3% 40.9% 42.9% B 
国保連合会提供データ 

③ 特定保健指導終了率の向上 26.5% 31.6%(H29 速報値) 35.8% 45.0% 28.9% 35.7% 45.0% B 
④ 多職種連携して口腔ケアに取組む病院の増加 ２か所 ２か所 ２か所 ４か所 ３か所 ３か所 ４か所 B 圏域調査 

⑤ 365 日リハビリを実施する病院の増加 １か所 １か所 ２か所 ４か所 ２か所 ２か所 ４か所 B リハ資源調査 

⑥ リハ専門職員数の増加 82 名 92.5 名 92.5 名 (H30) 95 名 
97.3 名 

（R３調査） 
97.3 名 

（R３調査） 
95 名 A リハ資源調査 

心血管 
疾患 

① 生活習慣病に関する健康教育の参加者数（再掲） 3,305 人 6,117 人 3,176 人 5,495 人 1,864 人 2,453 人 5,495 人 B 圏域調査 

② 特定健診受診率の向上（再掲） 37.6% 37.4%(H29 速報値) 40.7% 42.9% 38.3% 40.9% 42.9% B 
国保連合会提供データ 

③ 特定保健指導実施率の向上（再掲） 26.5% 31.6%(H29 速報値) 35.8% 45.0% 28.9% 35.7% 45.0% B 
④ 心肺蘇生法の講習会の開催回数 H28 188 回 177 回 172 回 188 回 42 回 91 回 188 回 B 消防本部データ 

⑤ 心肺蘇生法の救急救命士の増加 36 名 39 名 36 名 40 名 42 名 43 名 40 名 A 消防本部データ 

⑥ 救急救命士の再教育受講率  100% 100% 100% 100% 100% 100% A 消防本部データ 

糖尿病 

① 特定健診受診率の向上（再掲） 37.6% 37.4%(H29 速報値) 40.7% 42.9% 38.3% 40.9% 42.9% B 
国保連合会提供データ 

② 特定保健指導実施率の向上（再掲） 26.5% 31.6%(H29 速報値) 35.8% 45.0% 28.9% 35.7% 45.0% B 
③ CKD フォロー体制 

※医療機関から市町への返信/フォロー対象者 
30.8% 

(H28 年度雲南市) 21.3% 29.9% 100% 24.7% 17.4% 100% C 圏域調査 

④ 重症化防止に取り組む市町数 ０市町 ２市町 ２市町 ３市町 ２市町 ２市町 ３市町 B 圏域調査 

⑤ 糖尿病に関する検討会等開催回数 ６回 ７回 ７回 ８回 ５回 ９回 ８回 A 圏域調査 

精神疾患 
① 措置入院患者の 3 か月以内退院率 66.7％ 100％ 60％ 100％ - 83.3% 100％ B 圏域調査 

② 雲南警察署､雲南消防本部､雲南公共職業安定所､市町商工会､ 
市町社会福祉協議会の職員のゲートキーパー養成研修受講者率 

- 
12.4％ 

- 70.0％ - - 70.0％ 
 

圏域調査 

 ※「評価」欄の記載：「Ａ」･･･目標値(計画最終年)を達成。 「Ｂ」･･･目標値に達していないが、前年度より向上、若しくは、前年度と同値（同程度）。 「Ｃ」･･･目標値に達しておらず、前年度より低下、低調。 



  

 項 目 H29 年度 H30 年度 
中間評価 

Ｒ２年度 Ｒ３年度 

目標値 
(計画最終

年) 
評価 備考 

R 元年度 目標値 

救急医療 

① 心肺蘇生法の講習会の開催回数（再掲） 188 回（H28） 177 回 172 回 188 回 42 回 91 回 188 回 B 雲南消防本部データ 

② 救急救命士の養成（再掲） 36 名 39 名 36 名 40 名 42 名 43 名 40 名 A 雲南消防本部データ 

③ 救急救命士の再教育受講率（再掲）  100% 100% 100% 100% 100% 100％ A 雲南消防本部データ 

④ 地域医療（上手な医療機関のかかり方）の住民啓発の回数  
16 回 
(累積) 

19 回 
（累積） 

22 回 
（累積） 

22 回 
（累積） 

27 回 
（累積） 

44 回 
(累積) 

B 圏域調査 

災害医療 

① 災害保健医療対策会議の開催 １回 １回 １回 １回 １回 ０回 １回 C 圏域調査 
② 市町災害時公衆衛生マニュアルの作成市町 ０市町 ２市町 １市町 ３市町 １市町 ２市町 ３市町 B 圏域調査 

③ 公衆衛生マニュアルに基づく訓練・研修の実施回数 ０回 １回 １回 ４回 ２回 １回 ４回 C 圏域調査 

地域医療 

① 島根地域医療支援センター登録者のうち、雲南圏域で 
研修・勤務する医師数の増加 

５名 ４名 ４名 31 名 ７名 10 名 31 名 B 県調査 

② 地域医療に関する住民啓発の参加者数の増加 
（住民団体・組織の活動による） 

 1918 人 496 人 1745 人 60 人 123 人 1745 人 B 圏域調査 

周産期 
医療 

① 助産師外来の設置病院数 １か所 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 ２か所 A 健康推進課調査 

② 子育て世代包括支援センターの設置市町数 ０か所 １か所 １か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 A 健康推進課調査 

③ 子育てに自信のない母の割合 
15.5% 

（H27 年度） 
7.3％ 

（H29 年度） 
9.4% 

（H30 年度） 
10.8% 

9.2% 
（R１年度） 

9.8% 
（R２年度） 

9.4% C 母子保健集計システム 

④ 満 11 週以内での妊娠届出率 
86.0% 

（H27 年度） 
87.1％ 

（H28 年度） 
90.0% 

（H30 年度） 
100％ 

86.8% 
（R１年度） 

92.2% 
（R２年度） 

100％ B 地域保健健康増進事業報告 

小児医療 ① 小児救急電話相談の相談件数 329 件（H28） 400 件 331 件 553 件 280 件 320 件 553 件 B 県医療政策課調査 

在宅医療 

① 退院支援連絡率 81.7％ 83.8% 87.7% 88.9％ 91.1% 91.1% 90.0％ A 

県調査 
（病院 

⇒居宅介護支援事業所） 

② 入院時情報提供率 79.7％ 90.9% 96.6% 86.7％ 90.3% 90.3% 96.6％ B 

県調査 
（居宅介護支援事業所 

⇒病院） 

③ 訪問診療を行う、または支援する病院・診療所の数 21 か所 21 か所 
24 か所 

（医療機能情報 
システム） 

21 か所 
25 か所 

（R３調査） 
25 か所 

（R３調査） 
21 か所 A 圏域調査 

④ 訪問歯科診療を行う、または支援する歯科診療所の数 16 か所 18 か所 
17 か所 

（医療機能情報 
システム） 

16 か所 
16 か所 

（R３調査） 
16 か所 

（R３調査） 
16 か所 A 圏域調査 

⑤ 訪問薬剤指導を行う薬局の数 14 か所 15 か所 
20 か所 

（医療機能情報 
システム） 

14 か所 
17 か所 

（R３調査） 
17 か所 

（R３調査） 
14 か所 A 圏域調査 

⑥ 地域包括ケアシステムに関する住民啓発 
（研修会・シンポジウム）の回数 

 
２回 ５回 ３回 １回 １回 ３回 B 圏域調査 

 ※「評価」欄の記載：「Ａ」･･･目標値(計画最終年)を達成。 「Ｂ」･･･目標値に達していないが、前年度より向上、若しくは、前年度と同値（同程度）。 「Ｃ」･･･目標値に達しておらず、前年度より低下、低調。 



 　　（土日検診、セット検診、特定健診同日実施、人間ドック等）
◯　要精密検査者及び精密検査未受診者への受診勧奨。

 　　（土日検診、セット検診、特定健診同日実施、人間ドック等）
◯要精密検査者及び精密検査未受診者への受診勧奨。
〇胃がん検診（内視鏡検査）読影体制等体制構築に向け検討を始める。

④心筋梗塞等の心血管疾患
◯　医師会との連携による健診を入り口とした生活習慣病予防の取り組み。
◯　雲南市立病院との連携、役割分担による健診事後フォロー。
◯　島根大学や地域自主組織との協働による生活習慣病予防の取り組み強化。
◯　地域ケア会議等を活用し、介護支援専門員や地域包括支援センター職員等介護分野と健康課題
　　　の共有を図り疾病予防・重症化防止を図る。

◯医師会との連携による健診を入り口とした生活習慣病予防の取り組み。
◯雲南市立病院との連携、役割分担による健診事後フォロー。
◯島根大学や地域自主組織との協働による生活習慣病予防の取り組み強化。
◯地域ケア会議等を活用し、介護支援専門員や地域包括支援センター職員等介護分野と健康課題の
　 共有を図り疾病予防・重症化防止を図る。

⑤糖尿病 ◯　雲南圏域版ＣＫＤ（慢性腎臓病）フォロー体制の円滑な運用に向け医師会、保健所と連携。
◯　ＣＫＤ対象者への管理状態の確認、保健指導、未受診者への受診勧奨。
◯　令和4年12月、雲南市糖尿病・CKD対策検討会を開催予定。フォロー体制の運用と専門医併診等に
　　　ついて、市内医療機関の医師、保健所、 市で協議。

◯雲南圏域版ＣＫＤフォロー体制の円滑な運用に向け医師会、保健所と連携。
◯ＣＫＤ対象者への管理状態の確認、保健指導、未受診者への受診勧奨。
◯雲南市糖尿病・ＣＫＤ対策検討会を開催。フォロー体制の運用と専門医併診等について、市内医療
　機関の医師、保健所、 市で協議。

⑥精神疾患 ◯　ゲ―トキーパー研修等を開催し、介護支援専門員や地域包括支援センター職員等介護分野との健
　　　康課題の共有・連携を図り、自死防止対策（自死防止及び、自死遺族への支援）や精神疾患（認知
　　　症含む）患者への支援の充実を図った。

◯ゲ―トキーパー研修等を開催し、介護支援専門員や地域包括支援センター職員等介護分野との健康
　　課題の共有・連携を図り、自死防止対策（自死防止及び、自死遺族への支援）や精神疾患（認知症含
　　む）患者への支援の充実を図る。

⑧災害医療 ◯　地域ケア会議等を活用し介護事業所や地域包括支援センター等介護分野との課題共有・連携強化
　　　により、災害時要配慮者への支援の充実を図る。

◯地域ケア会議等を活用し介護事業所や地域包括支援センター等介護分野との課題共有・連携強化に
　　より、災害時要配慮者への支援の充実を図る。

⑩周産期医療 ◯　周産期医療機関との連携、体制の強化。
　　(医療機関、助産院との意見交換会の開催）

◯周産期医療機関との連携、体制の強化。

⑫在宅医療 ◯　地域ケア会議等を活用し介護事業所や地域包括支援センター等介護分野との課題共有、「雲南圏
　　　域における入退院連携マニュアル」及び連携シートの活用を図り、医療分野と介護分野の連携強化
　　　を図る。
◯　多職種連携意見交換会を実施し、関係者のネットワーク構築を図る。(吉田・掛合地区)
○　多職種連携ネットワーク研修会を実施（歯科連携、ACPに関する研修）

○地域ケア会議等を活用し介護事業所や地域包括支援センター等介護分野との課題共有、「雲南圏域
　　における入退院連携マニュアル」及び連携シートの活用を 図り、医療分野と介護分野の連携強化を
　　図る。
○多職種連携意見交換会を実施し、関係者のネットワーク構築を図る。

⑬緩和ケア及び人生の最終 ◯　地域ケア会議等を活用し、医療機関、薬局及び介護事業所や地域包括支援センター等医療介護
　　　にかかる関係機関との課題共有・連携強化を図った。

◯地域ケア会議等を活用し、医療機関、薬局及び介護事業所や地域包括支援センター等医療介護に
　　かかる関係機関との課題共有・連携強化を図る。

⑱健康づくり・介護予防 ◯医師会や地域自主組織、職域等との連携による各種検診の受診率向上に向けた取り組み。
◯特定保健指導の実施。
◯R３年度から保健事業と介護予防の一体的事業を実施し、制度・組織横断的な健康づくり・介護予防
　　事業を推進。
◯地域自主組織や住民自主グループ等との連携・協働による「うんなん幸雲体操」実施地域の拡大な
　　ど地域における健康づくり・介護予防の取り組みを推進。

◯　医師会や地域自主組織、職域等との連携による各種検診の受診率向上に向けた取り組み。
◯　特定保健指導の実施。
◯　R３年度から保健事業と介護予防の一体的事業を実施し、制度・組織横断的な健康づくり・介護予防
　　　事業を推進。
◯　地域自主組織や住民自主グループ等との連携・協働による「うんなん幸雲体操」実施地域の拡大
　　　など地域における健康づくり・介護予防の取り組みを推進。



◯　養育不安や虐待疑いへの早期介入と関係機関との連携による支援
◯　新生児聴覚検査費用の助成
◯　産婦健診の実施により、産後支援の充実を図る。
◯　母子健康手帳アプリによる子育て支援

◯　産後うつチェックの実施、育児不安に対する切れ目ない支援体制の構築
◯　養育不安や虐待疑いへの早期介入と関係機関との連携による支援
◯　新生児聴覚検査費用の助成
◯　産婦健診の実施により、産後支援の充実を図る。
◯　母子健康手帳アプリによる子育て支援

⑳従事者確保 ◯　多機関多職種の参画による各種地域ケア会議を開催し、保健・医療・介護・地域の関係者の顔の
　　　見える関係づくりと資質向上を図る。

◯　多機関多職種の参画による各種地域ケア会議を開催し、保健・医療・介護・地域の関係者の顔の
　　　見える関係づくりと資質向上を図る。

奥出雲町 ①医療連携体制 ○在宅医療介護連携支援センターを継続設置（R4年度～町立奥出雲病院委託） ◯在宅医療介護連携支援センターを継続設置

②がん ◯がん予防の推進
　　・自治会や健康づくり推進員を通じたがん検診の啓発及び受診勧奨
　　・検診が受けやすい体制整備
　　・がん検診受診率向上対策の推進
　　　（無料クーポン券発行、大腸がん検診未受診者へ郵送法による受診再勧奨等）
　　・精密検査未受診者への受診勧奨（大腸がん検診精検未受診者への受診状況調査）

◯　がん予防の推進
　　・自治会や健康づくり推進員を通じたがん検診の啓発及び受診勧奨
　　・検診が受けやすい体制整備
　　・がん検診受診率向上対策の推進
　　・精密検査未受診者への受診勧奨
〇がん患者の療養支援
　　・がん治療等に伴う定期予防接種再接種費の補助

④心筋梗塞等の心血管疾患
◯脳卒中予防の推進
◯心筋梗塞等の心血管疾患の予防
◯糖尿病予防の推進
　　・脳ドックの実施及び受診者を対象にした健康教室の開催
　　・特定健康診査受診率向上対策の推進
　　・特定健康診査未受診者調査
　　・医師会へデータヘルス計画中間評価の情報提供
　　・自治会や事業所と連携した生活習慣病予防についての啓発
◯糖尿病対策の推進体制の整備
　　・奥出雲町国保特定健診CKDフォロー対象者への支援
　　・糖尿病等重症化予防事業の実施

◯脳卒中予防の推進
◯心筋梗塞等の心血管疾患の予防
◯糖尿病予防の推進
　　・脳ドックの実施及び受診者を対象にした健康教室の開催
　　・特定健康診査受診率向上対策の推進
　　・自治会や事業所と連携した生活習慣病予防についての啓発

◯糖尿病対策の推進体制の整備
　　・奥出雲町国保特定健診CKDフォロー対象者への支援
　　・糖尿病等重症化予防事業の実施

⑥精神疾患 ◯各世代に対応した心の健康づくり
　　・臨床心理士による健康相談の開催
　　・産後のメンタルヘルスについて正しい知識の普及や子育て世代包括支援センターと連携した支援
　　・町内中学校や二十歳の集いにて相談窓口等に関する啓発
　　・ゲートキーパー研修の開催
　　・奥出雲町精神障がい者家族会と当事者への支援
　　・奥出雲町いのち支える自死対策計画の推進

◯各世代に対応した心の健康づくり
　　・臨床心理士による健康相談の開催
　　・産後のメンタルヘルスについて正しい知識の普及や子育て世代包括支援センターと連携した支援
　　・町内中学校や二十歳の集いにて相談窓口等に関する啓発
　　・ゲートキーパー研修の開催
　　・奥出雲町精神障がい者家族会の開催と当事者への支援
　　・奥出雲町いのち支える自死対策計画の推進・計画策定

⑦救急医療 ○在宅当番医事業の実施 ○在宅当番医事業の実施

⑩周産期医療 ◯妊産婦の健康管理の充実
　　・子育て世代包括支援センターや医療機関と連携した支援
　　・産前産後サポート事業、産後ケア事業の実施
　　・産後2週間及び1か月の産婦健康診査の実施

◯妊産婦の健康管理の充実
　　・子育て世代包括支援センターや医療機関と連携した支援
　　・産前産後サポート事業、産後ケア事業の実施
　　・産後2週間及び1か月の産婦健康診査の実施



◯奥出雲町げんきプラン２１第２期計画、第２期奥出雲町食育推進計画、第２期奥出雲町データヘルス
　　計画・第３期特定健康診査等実施計画等に基づく活動の推進
◯奥出雲町げんきプラン２１第３期計画の策定
◯住民主体の地区ごとの健康づくり活動の推進
　　・健康づくり推進員を中心とした自治会での健康づくり活動の推進
◯生涯を通じた健康づくりの推進
　　・奥出雲町げんきプラン21第2期計画における各スローガンに沿った取り組み
◯疾病の早期発見、合併症予防、重症化予防
　　・特定保健指導対象者への利用勧奨と利用しやすい体制整備
　　・各種健康相談の窓口の設置と健康教室の開催

◯奥出雲町げんきプラン２１第３期計画、第２期奥出雲町データヘルス計画・第３期特定健康診査等実
施
　　計画等に基づく活動の推進
○第３期奥出雲町データヘルス計画・第4期特定健康診査等実施計画の策定
◯住民主体の地区ごとの健康づくり活動の推進
　　・健康づくり推進員を中心とした自治会での健康づくり活動の推進
◯ライフステージに応じた健康づくりの推進
◯疾病の早期発見、合併症予防、重症化予防
　　・特定保健指導対象者への利用勧奨と利用しやすい体制整備
　　・各種健康相談の窓口の設置と健康教室の開催

◯保健事業と介護予防の一体的な実施の推進
　　・R４年度からの保健事業と介護予防の一体的実施に向けた準備と制度・組織横断的な健康づくり・
　　　介護予防事業の推進。
　　・小さな拠点づくりや住民自主グループ等との連携・協働による「奥出雲いきいき体操」実施地域の
　　　拡大など地域における健康づくり・介護予防の取り組みを推進。
　　・薬剤師、栄養士、リハ職等多職種・多機関の参画により、運動・栄養面での在宅療養者への支援
　　　の充実を図る自立支援型地域ケア会議の定期開催（月１回）
　　・地域リハビリテーション活動支援事業の活用を促進し、在宅療養者に対する運動面での支援の
　　　充実を図る。

◯保健事業と介護予防の一体的な実施の推進
　　・保健事業と介護予防の一体的実施に向けた制度・組織横断的な健康づくり・介護予防事業の推進。
　　・小さな拠点づくりや住民自主グループ等との連携・協働による「奥出雲いきいき体操」実施地域の
　　　拡大など地域における健康づくり・介護予防の取り組みを推進。
　　・薬剤師、栄養士、リハ職等多職種・多機関の参画により、運動・栄養面での在宅療養者への支援の
　　　充実を図る自立支援型地域ケア会議の定期開催（月１回）
　　・地域リハビリテーション活動支援事業の活用を促進し、在宅療養者に対する運動面での支援の充実
　　　を図る。

　　・住民主体の通いの場の立ち上げ・継続支援
　　　（「奥出雲いきいき体操」実技指導、・立ち上げから３年間の活動運営費の補助等）
　　・運動を継続する通いの場の参加者の身体機能評価を６ヶ月毎に実施。オーダーメイド運動処方
　　　プログラム「ロコタス」で評価結果と足腰の痛みを考慮した運動処方を作成し提供。
　　・新型コロナ感染拡大に伴う地域住民の活動量低下を予防するため「奥出雲いきいき体操～おうち
　　　で運動編～」を島根リハビリテーション学院が考案。CATVで放映し、自宅で毎日10分程度の体操
　　　ができる環境を整備。
　　・同体操の実技指導をフレイル予防の健康教育とあわせて実施。
　　・小さな拠点づくりでの、健康に関する啓発、相談の実施

　　・住民主体の通いの場の立ち上げ・継続支援
　　　（「奥出雲いきいき体操」実技指導、・立ち上げから３年間の活動運営費の補助等）
　　・運動を継続する通いの場の参加者の身体機能評価を6ヶ月毎に実施。オーダーメイド運動処方プロ
　　　グラム「ロコタス」で評価結果と足腰の痛みを考慮した運動処方を作成し提供。
　　・新型コロナ感染拡大に伴う地域住民の活動量低下を予防するため「奥出雲いきいき体操～おうちで
　　　運動編～」を島根リハビリテーション学院が考案。CATVで放映し、自宅で毎日10分程度の体操がで
　　　きる環境を整備。
　　・同体操の実技指導をフレイル予防の健康教育とあわせて実施。
　　・小さな拠点づくりでの、健康に関する啓発、相談の実施

⑲母子保健 ◯切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
　　・不妊治療費の助成
　　・母子保健コーディネーターによる支援とプランの作成
　　・産前産後サポート事業及び産後ケア事業の実施
　　・こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施
　　・助産師と連携した支援の実施
◯子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
　　・新生児聴覚検査の費用助成
　　・乳幼児健康診査での要精密検査児及びフォロー児へのきめ細やかな対応
　　・適切な時期に予防接種が受けられるよう情報提供
　　・1.6歳児、3歳健康診査での公認心理師による発達やしつけの相談の実施
　　・3歳児健康診査での視能訓練士による視力検査の実施
　　・医療機関や子育て支援センター等の関係機関及び庁内関係課と連携した支援
○奥出雲町母子保健計画の推進

◯切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策
　　・不妊治療費の助成
　　・母子保健コーディネーターによる支援とプランの作成
　　・産前産後サポート事業及び産後ケア事業の実施
　　・こんにちは赤ちゃん訪問事業の実施
　　・助産師と連携した支援の実施
◯子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり
　　・新生児聴覚検査の費用助成
　　・乳幼児健康診査での要精密検査児及びフォロー児へのきめ細やかな対応
　　・適切な時期に予防接種が受けられるよう情報提供
　　・1.6歳児、3歳健康診査での公認心理師による発達やしつけの相談の実施
　　・3歳児健康診査での視能訓練士による視力検査の実施
　　・医療機関や子育て支援センター等の関係機関及び庁内関係課と連携した支援

⑱健康づくり・介護予防



○乳がん検診の精度管理の徹底（30代希望者へのエコー検査実施、50代希望者へのエコー検査実施）
○がん検診自己負担の軽減
○がん検診受診者へのインセンティブ付与
○要精密検査者への受診勧奨
○検診間隔の徹底

○がん検診自己負担の軽減
○要精密検査者への受診勧奨
○検診間隔の徹底

④心筋梗塞等の心血管疾患
○事業所訪問
○各種啓発（健診の場の活用、ＳＮＳの活用、CATVの活用）
○ＡＩを活用した特定健診受診勧奨、未受診者への勧奨の実施。勧奨資材の提供、データ分析、評価の
　　実施
○特定健診でのインセンティブ付与とフォロー健診の実施
○国保の方の特定健診自己負担を無料化し、オプションを有料化する
○人間ドック費用助成の積極的啓発
○健康にい～にゃん週間（年3回）への参加の啓発

○事業所訪問
○各種啓発（健診の場の活用、ＳＮＳの活用、CATVの活用）
○ＡＩを活用した特定健診受診勧奨、未受診者への勧奨の実施。勧奨資材の提供、データ分析、評価
　　の実施
○特定健診でのインセンティブ付与とフォロー健診の実施
○国保の方の特定健診自己負担を無料化し、オプションを有料化する
○人間ドック費用助成の積極的啓発
○健康にい～にゃん週間（年3回）への参加の啓発

⑤糖尿病 ○飯南病院と連携した糖尿病対策の取り組みの実施
○糖尿病予備群者等ハイリスク者への生活習慣改善指導の実施
○国保特定健診CKDフォロー対象者への支援、後期高齢者を対象とした糖尿病腎症重症化予防事業
　　の実施
○世界糖尿病デーに合わせたLINEでの啓発

○飯南病院と連携した糖尿病対策の取り組みの実施
○糖尿病予備群者等ハイリスク者への生活習慣改善指導の実施
○国保特定健診CKDフォロー対象者への支援、後期高齢者を対象とした糖尿病腎症重症化予防事業
　　の実施
○世界糖尿病デーに合わせたLINEでの啓発

⑥精神疾患 ○雲南保健所など関係機関との連携による、相談体制の充実
○ゲートキーパー養成研修実施
○子育て世代包括支援センター運営。妊産婦のメンタルヘルスについての支援。虐待の早期発見､支援
○自死対策について
　　・自死予防計画の推進
　　・庁舎内連絡会
　　・自死対策連絡協議会
○地域でのメンタルヘルス対策の実施
　　・こころの健康についての啓発
○飯南町精神障がい者家族会の支援
○こころの健康相談日の実施（年3回）

○雲南保健所など関係機関との連携による、相談体制の充実
○ゲートキーパー養成研修実施
○子育て世代包括支援センターの運営。妊産婦のメンタルヘルスについての支援、虐待の早期発見、支
援
○自死対策について
　　・自死予防計画の推進
　　・庁舎内連絡会
　　・自死対策連絡協議会
○地域でのメンタルヘルス対策の実施
　　・こころの健康についての啓発
○飯南町精神障がい者家族会の支援
○こころの健康相談日の実施（年3回）

⑧災害医療 ○防災担当課と連携し、災害保健活動マニュアル、記録、準備物品の整備。
○地域の防災研修会への参加
　　・コロナ予防と合わせた避難所運営についての啓発
○地域ケア会議での、介護福祉事業所や地域包括支援センターとの課題共有、研修の実施

○防災担当課と連携し、災害保健活動マニュアル、記録、準備物品の整備。
○地域の防災研修会への参加
　　・コロナ予防と合わせた避難所運営についての啓発
○地域ケア会議での、介護福祉事業所や地域包括支援センターとの課題共有、研修の実施

⑩周産期医療 ○子育て世代包括支援センターの運営
○産前産後サポート事業、産後ケア事業の実施
○特定妊婦等の医療との連携

○子育て世代包括支援センターの運営
○産前産後サポート事業、産後ケア事業の実施
○特定妊婦等の医療との連携



　　３）ハイリスク者対策の充実
　　　　○特定保健指導の検討
　　　　　　・SNS、メール等の積極的な利用の検討
２．がん対策の推進
３．こころの健康づくりの推進

　　３）ハイリスク者対策の充実
　　　　○特定保健指導の検討
　　　　　・SNS、メール等の積極的な利用の検討
　　　　　・勧奨はがきの変更
２．がん対策の推進
３．こころの健康づくりの推進

４．介護予防の推進
　　１）生きがい、役割があり、楽しみのある毎日に向けた取り組み
　　２）要介護認定の原因リスクの軽減と機能低下予防
　　　　○コロナ禍における介護予防の周知
　　　　○自主活動の継続支援、地域での自主的な取り組みへの展開支援
　　　　○長生き体操表彰、身体機能評価
　　　　○地域全体の介護予防ができるように、地域づくりに向けた取り組みの展開
　　　　○長生き体操に合わせた、介護予防（口腔、栄養、運動）の取組の継続
　　　　○CATVを活用した継続支援・普及啓発
　　　　○保健事業と介護予防との一体的実施事業の実施
　　　　○関係機関との連携
　　　　　　・自立支援型地域ケア会議の月1回開催

４．介護予防の推進
　　１）生きがい、役割があり、楽しみのある毎日に向けた取り組み
　　２）要介護認定の原因リスクの軽減と機能低下予防
　　　　○コロナ禍における介護予防の周知
　　　　○自主活動の継続支援、地域での自主的な取り組みへの展開支援
　　　　○長生き体操表彰、身体機能評価
　　　　○地域全体の介護予防ができるように、地域づくりに向けた取り組みの展開
　　　　○長生き体操に合わせた、介護予防（口腔、栄養、運動）の取組の継続
　　　　○CATVを活用した継続支援・普及啓発
　　　　○保健事業と介護予防との一体的実施事業の実施
　　　　○関係機関との連携
　　　　　　・自立支援型地域ケア会議の月1回開催

　　３）認知機能低下予防の推進と認知症高齢者への支援
　　　　○認知症の正しい理解の普及啓発、地域づくり
　　　　○認知症に関する媒体の活用
　　　　○認知症サポーター研修会の実施
　　　　○関係機関との連携

　　３）認知機能低下予防の推進と認知症高齢者への支援
　　　　○認知症の正しい理解の普及啓発、地域づくり
　　　　○認知症に関する媒体の活用
　　　　○認知症サポーター研修会の実施
　　　　○関係機関との連携

⑲母子保健 ○不妊治療助成
○妊娠届け出時の面談、新生児訪問、乳幼児健診等の機会を通じての情報収集。
○妊娠・出産・子育てに関する各種相談
○必要に応じた支援プランの策定
○母子保健計画の推進

○不妊治療助成
○妊娠届け出時の面談、新生児訪問、乳幼児健診等の機会を通じての情報収集。
○妊娠・出産・子育てに関する各種相談
○必要に応じた支援プランの策定
○母子保健計画の推進

雲南市立病院 ①医療連携体制 ◯在宅療養後方支援病院として、診療所医師の負担軽減に努めている。
　　 （登録者：Ｒ４年３月末 227名、同年10月末 218名）
◯奥出雲病院及び飯南病院に対し、継続的に診療支援を実施している。
◯地域医療連携推進法人の取り組み。法人を設立して２年目、関係機関への働きかけを進め、雲南
　圏域内で一体となって連携して取り組める体制としたい。
○奥出雲病院との認定看護師研修の同時開催。
○平成記念病院の外来で地域ケア科による総合診療外来診療の開始（７月より隔週金曜日）

◯引き続き登録者についての情報交換を定期的に行い、診療所医師の負担軽減に努める。
○引き続き、平成記念病院での総合診療外来を継続し、現在の隔週から毎週の診療へと行っていく
○新たな法人の取組として、コーディネーターを配置し、地域医療連携の充実を図る。
　　（保健所との定期的な意見交換、地域の医療提供体制の調査、関係会議の参画等）

②がん ◯３次医療機関からの患者の受け入れ。５大がんについては連携パスを使用し、患者の負担軽減を
　図っている　（乳がん・大腸がん）
○悪性リンパ腫のG-CＳF製剤の予防投与

○がんパスでの連携依頼やがん化学療法後地域連携パスの依頼は積極的に受け、病院機能分化も
　　視野にいれていく。

③脳卒中 ◯３次医療機関での急性期治療が終了した患者に対して、回復期リハビリでの受け入れや亜急性期
　での受け入れを積極的に行った。

○回復期リハビリや地域包括ケアの病床を積極的に利用していく。



⑩周産期医療 ◯分娩件数（Ｒ２年：８２件、Ｒ３年度：１２９件、Ｒ４年度（見込み）：１２１件）
　　　・令和３年３月より町立奥出雲病院が分娩の取り扱いを中止したこともあり増加の傾向。

◯引き続き周産期医療体制の充実を図る。

⑫在宅医療 ◯地域ケア医師を中心に訪問診療を行った。
（Ｒ３年度：訪問診療 198回、往診 64回　Ｒ４年度１０月末：訪問診療 125回、往診 27回、在宅看取り 7
名）

◯訪問診療継続。

⑰医療安全の推進 ◯医療安全対策の標準化のため医療安全管理体制に関する指針や各種マニュアルの見直しや整備を
　行い、院内へ周知を行った。
○インシデントレポートは優先度の高い事例を抽出し、情報収集・分析・システムやマニュアルの見直し
　等行った。
○年２回の全職員対象の研修を実施。
○医療安全対策地域連携加算Ⅰに係る合同カンファレンスを島根県立中央病院、町立奥出雲病院と
　行う

○離院・院内暴力のマニュアルを整える。
○医療安全管理体制に関する指針に基づき活動する。
○医療安全対策地域連携加算Ⅰに係る合同カンファレンスを島根県立中央病院、町立奥出雲病院と
　　行う。

⑱健康づくり・介護予防 ◯市民健康講座を年２回予定。
○健康サポート教室（１日健診フォローアップ教室）として実施。個別対応で行っている。
○医療出前講座は上半期で20件開催。コロナ前と比べ開催数は激減しているが、昨年度と比較すると
　　倍増している。
○雲南市地域リハビリテーション活動支援事業における、介護サービス事業者等からの個別相談に応じ
　専門職員を派遣し助言・指導を行った。

○コロナの流行状況によるが、医療出前講座をコロナ前の開催水準まで達成できるよう努力する
○雲南市地域リハビリテーション活動支援事業の個別相談に認定看護師を含め専門職を派遣していく

⑲母子保健 ○産後ケア事業は、コロナ感染流行状況より受入れをその都度検討しながら行う。
○妊婦やその家族への個別指導を助産外来で対応している。

◯同左

⑳従事者確保 ○４月より新たに総合診療専攻医３名が専門研修を開始。地域ケア科（総合診療科）は､9名（院外研修
　　含）で診療にあたっている
○島大臨床実習で新たに産婦人科、小児科実習受け入れを開始。5年生は総合診療・産婦人科・小児
　　科実習、６年生は総合診療・地域医療実習を受入れ、合計で８３人（延195week）受入れる予定。
　　また、初期研修医は7名（延７ヶ月）受入れた
○診療看護師実習を２校から6名（延40週）、看護実習、薬剤師実習、リハビリ実習を受入れた。
○中高生の医療体験セミナーを計画したが、コロナにより現場体験は中止。その代替として、市内高校
　　へ訪問し、看護医療体験を実施した。また、小学校よりふるさと教育の依頼もある

○引き続き総合診療専門研修プログラムを充実させ、複数名マッチするよう専攻医募集を行う。
○島大臨床実習を引き続き受入れ、医学教育を提供していく
○医学生以外の専門職育成のための実習も引き続き受入れる
○未来の医療人育成のための医療体験及びふるさと教育を実施する（コロナ感染状況による）

町立奥出雲病院 ②がん １）がん薬物療法専門医、がん薬物療法認定薬剤師による治療実施
２）がんサロンの実施（コロナにより中止）
３）病棟に化学療法室（定員：4名）を運用し化学療法の体制強化

１）がん薬物療法専門医、がん薬物療法認定薬剤師による治療実施
２）がんサロンの実施

⑤糖尿病 生活習慣病予防教室を実施した 糖尿病専門医、療養指導士による生活習慣病予防教室の開催

⑦救急医療 救急告示病院
（新型コロナ患者対応含む）

救急告示病院（新型コロナ患者対応含む）



2)在宅診療センターの活動が広く周知されつつある。また提供できる在宅医療の幅が広がったことを
　　受け、特に高度急性期病院で治療後の「人生の最終段階の医療提供」の相談も増えてきている。

3)町内ではケアマネージャーとの顔の見える関係も深まり、密な連携体制がとれてきている。
　　今後も入院や外来から在宅へシームレスな移行をサポートする。

飯南町立飯南病院 ①医療連携体制 ◯　他院からの診療支援（内科、整形外科、外科、小児科、産婦人科、眼科、宿日直）
◯　他院への診療支援（総合診療・消化器内科・緩和ケア）
◯　高次医療機関との連携（松江圏域・出雲圏域・広島県三次市）
◯　まめネットへの加入

◯令和４年度と同様

②がん ◯　人間ドックの実施
◯　子宮がん、大腸がん検診を町から受託
◯　新型コロナ対策のため、患者サロンは行っていない
◯　がん登録の実施
◯　敷地内禁煙・禁煙外来
○　特定健康診査情報提供事業の実施
◯　消化器専門医によるESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）等の実施

◯令和４年度と同様

⑤糖尿病 ◯　糖尿病療養支援チームによる療養支援の検討
○　島根県糖尿病管理指導士の取得
○　院内研修会の実施
○　教育入院パスの作成

◯令和４年度と同様
○住民向け糖尿病教室の実施

⑥精神疾患 ◯　月３回～４回精神科・心療内科外来
◯　地域のネットワークとの連携

◯令和４年度と同様

⑦救急医療 ◯　救急告示病院
◯　消防署との連絡会議
◯　救急隊員生涯教育への協力

◯令和４年度と同様

⑧災害医療 ◯　災害対策チームによるマニュアル作成・訓練の実施 ◯令和４年度と同様
○ＢＣＰの検討

⑨地域医療 ◯　診療所３施設の運営 ◯令和４年度と同様

⑪小児医療 ◯　島根大学医学部からの診療支援 ◯令和４年度と同様

⑫在宅医療 ◯　訪問診療の実施
◯　地域包括ケア病床の運用（10床）
◯　施設・在宅での口腔ケア
◯　在宅重症難病患者一時入院支援事業の実施
◯　福祉施設における摂食嚥下障害患者に対する口腔ケアの実施と施設への支援

◯令和４年度と同様



⑤糖尿病 ◯雲南市　糖尿病・ＣＫＤ対策検討会への参加 ○令和４年度と同様

⑦救急医療 ○救急告示病院 ○令和４年度と同様

⑧災害医療 ○災害協力病院
○事業継続計画（ＢＣＰ）策定中

○災害協力病院
○令和５年度内にＢＣＰを完成させ実効性のある訓練を実施する予定。

⑨地域医療 ○地域医療拠点病院
○島根大学医学部医学科６年生地域医療実習生の受け入れ

○令和４年度と同様

⑰医療安全の推進 ◯リスクマネジメント研修会の実施 ◯令和４年度と同様

⑳従事者確保 ◯看護師奨学金制度２名利用
○就職支度金、お祝い金制度の継続

◯看護師奨学金制度の利用を圏域内の高校に案内
◯就職支度金、お祝い金制度の継続

①医療連携体制 ◯　精神疾患患者の他病院・医院からの紹介で受け入れ治療をした
◯　身体的治療の必要な患者を他の病院へ紹介、治療後の再入院など連携強化

◯　令和４年度と同様に関係機関との連携を図る

◯　精神疾患患者のがん治療、糖尿病治療を他病院からの継続で行う。 ◯　令和４年度と同様

⑥精神疾患 ◯　保健所による定期専門相談、巡回相談に医師派遣
◯　認知症疾患医療センターとして研修・会議参加
◯　外部カウンセリング支援への協力

◯　保健所による定期専門相談、巡回相談に医師派遣
◯　認知症疾患医療センターとしての事業の実施
◯　医師・心理士による外部カウンセリング支援への協力

⑥精神疾患 ○　障害者相談支援事業所との情報共有など連携の強化
○　特養、養護老人ホーム、障害者支援施設への往診
○　精神科訪問看護にて再発・悪化の防止

○高齢者福祉施設、障害者福祉施設への往診
○精神科訪問看護の継続

⑦救急医療 ◯　「精神科救急医療体制整備雲南圏域連携調整会議」に参加 ◯　令和４年度と同様

⑧災害医療 ◯　緊急連絡網の点検、整備 ◯　令和４年度と同様

⑫在宅医療 ◯　訪問看護の充実を図り、再発・悪化の防止に努めた
◯　医療・介護連携シートの活用
○　障害者福祉支援会議に参加

◯　令和４年度と同様

⑰医療安全の推進 ◯　医療安全研修会の開催 ◯　医療安全研修会の開催・周知

④心筋梗塞等の心血管疾患 ◯応急手当の普及啓発活動
　　　心肺蘇生法の講習会の回数（１０月末現在）
　　　　　・救急救命講習　　１６回
　　　　　・救急法　　　　　　 ５０回

◯応急手当の普及啓発活動
　　　心肺蘇生法の講習会の実施
　　　　　・救急救命講習
　　　　　・救急法



雲南広域連合 ⑱健康づくり・介護予防 ◯介護予防・日常生活支援総合事業の推進
　　 （広域連合実施・市町実施）

◯令和４年度と同様

⑳従事者確保 ◯雲南地域介護サービス事業者団体連絡会を立ち上げて介護事業者と協働して人材確保に取り組む ◯雲南地域介護サービス事業者団体連絡会と連携を取りながら人材確保に取り組む

①医療連携体制 ◯「うんなん病診連携勉強会」への参加
○「地域医療連携推進法人」への参加
○新型コロナウィルス感染症ワクチン予防接種への協力

◯「うんなん病診連携勉強会」への参加
○「地域医療連携推進法人」への参加
○雲南市立病院にて休日診療への参加

③脳卒中 ○雲南市との連携による健診を入口とした生活習慣病予防の取り組み ○雲南市との連携による健診を入口とした生活習慣病予防の取り組み

⑤糖尿病 ◯雲南圏域版ＣＫＤフォロー体制の円滑な運用に向け、行政・保健所と連携 ◯雲南圏域版ＣＫＤフォロー体制の円滑な運用に向け、行政・保健所と連携

◯症例検討会などの継続
◯奥出雲町にて在宅当番医制に参加

◯　症例検討会などの継続
◯　奥出雲町にて在宅当番医制に参加

⑱健康づくり・介護予防 ○行政、地域自主組織、職域等との連携による各種検診の受診率向上に向けた取組み ○行政、地域自主組織、職域等との連携による各種検診の受診率向上に向けた取組み

◯糖尿病の医科歯科連携体制強化事業 ◯糖尿病の医科歯科連携体制強化事業

⑧災害医療 ◯島根県警察　歯科医師会研修
◯災害歯科保健研修
○大規模災害時の島根県歯科医師会との連携
　（避難所における口腔ケアや用品の備蓄について）

◯島根県警察　歯科医師会、災害歯科保健研修への参加
○島根県歯科医師会との連携

⑰医療安全の推進

◯認知症対応力向上研修会
○認知症患者ＱＯＬ維持・向上推進研修会
○高齢者の低栄養予防対策研修会

◯　令和４年度と同様

⑫在宅医療 ○在宅歯科医療推進対策事業
○地域包括口腔ケア会議開催

◯　令和４年度と同様

⑱健康づくり・介護予防 ○健康づくり出前講座 ◯　令和４年度と同様

⑱健康づくり・介護予防 ○雲南圏域健康長寿しまね推進会議活動交流会

島根県薬剤師会雲南支部 ①医療連携体制 ◯　多職種連携・薬薬連携の推進と充実 ◯　令和４年度と同様



⑭医薬分業 ◯　知識の修得に努めるため研修会の開催
◯　各種研修会の受講

◯　令和４年度と同様

⑮医薬品の安全性確保 ◯　日常業務として医薬品の適正使用の普及啓発
◯　学校薬剤師活動として薬物乱用防止研修実施
◯　副作用情報の収集・報告

◯　令和４年度と同様

⑰医療安全の推進 ◯　医薬品の安全管理、リスクマネジメントの研修会の受講 ◯　令和４年度と同様

⑱健康づくり・介護予防 ◯　健康相談会の開催 ◯　令和４年度と同様

⑳従事者確保 ◯　近隣県の大学への広報
◯　実務実習受入

◯　令和４年度と同様

①医療連携体制 ◯　地域包括ケアにおける看護提供体制の構築
　　　→島根県看護協会の事業に参加

◯　令和４年度と同様

⑧災害医療 ◯　災害支援ナースの登録、増加に向けての取り組み。広報誌によるＰＲ。 ◯　災害医療看護の知識及び支援について学習する（研修会など）

⑳従事者確保 ◯　高校進学ガイダンス
○　広報誌によるＰＲ

◯　令和４年度と同様

雲南地区栄養士会 ①医療連携体制 ○５病院で食事形態一覧を作成した連携シートや食事・栄養に関する情報提供書の活用がスムーズ
　　に出来ている。

◯今後、福祉施設への食事形態の情報提供がスムーズに出来るよう取り組む予定（地域連携）

⑤糖尿病 ◯各イベントへの参画については中止
○各職域での個々の栄養士の取り組み

◯糖尿病は各職域の栄養士に共通する問題であり職域で取り組んでいる事、問題点など情報交換し
　　地域でどのように取り組んでいけば良いか研修し、実行に取り組む予定（研修会を通して）。
○イベントの参画予定

⑱健康づくり・介護予防 ◯各イベントへの参画については中止
○雲南地区栄養士会内での研修会の開催「オーラルフレイルの予防」（情報提供・意見交換）

◯各イベントへの参画予定（フードモデルなどの活用）
○研修会に組み入れる
○栄養士会のみでなく他職種との連携も必要と考えている
　（研修会等に情報交換が必要と考える）

雲南市社会福祉協議会 ⑥精神疾患 ○職員を対象としてストレスチェックを実施
○「若者の就労支援事業」（ひきこもり支援）フリースペースの開催
　　　▶ 当事者によるeスポーツクラブの企画会議
　　　▶ ひきこもり支援コアメンバー会議への参加
　　　▶ 参加の場「みんなの畑（室山農園）」へ管理機を購入し参加支援

◯令和４年度と同様

⑱健康づくり・介護予防 〇「介護予防はつらつ」事業の新たな展開
　・ポストコロナにおける住民の健康増進として雲南市立病院と連携した取り組みを実施(健康講話等)
　・県立広島大学・株式会社ＣＡＮＶＡＳとの連携。「健康」「幸福感」を高める新プログラム開発の実施
　・本会理学療法士・作業療法士によるセラバンドを活用した新体操の実施

◯令和４年度と同様
　・令和５年度は全市での展開を図る。
　・運動機能測定では、コロナ禍での日常生活動作の低下による膝・腰の痛みから機能低下がみられた
　　との結果を受けてセラバンド体操のリニューアルを計画



⑬緩和ケア及び人生の最終 ○研修を実施：テーマ「看取りと訪問診療」 ◯令和４年度と同様

がんばれ雲南病院市民の会 ⑨地域医療 ○病院ボランティアの活動支援
○「地域医療を守り育てる住民活動全国シンポジウム」への参加
○啓発パンフレットの作成『かかりつけ医を持ちましょう』
○研修会

◯令和４年度と同様

⑳従事者確保 ○新任医師等歓迎会
○「サンキューメッセージ」の取り組み

◯令和４年度と同様

◯地域医療広報誌発行 ◯地域医療広報誌発行

②がん ○人間ドック受診時にオプションのがん検診について助成。
　　（乳がん・子宮がん・前立腺がん・ピロリ菌・胸部ＣＴ）
○特定健診とがん健診をセットで受診できる各市町村の集団検診の日程等を記載したリーフレット
　　（保険者協議会作成）を特定健診対象者に配布。

◯令和４年度と同様

⑤糖尿病 ◯特定健診の結果、空腹時血糖が125mg/dL以上またはHbA1cが6.5％以上で未治療の者（服薬をして
　　いない者）に対して受診勧奨。

○令和４年度と同様

⑥精神疾患 ○臨床心理士等の心理カウンセラーによる電話・web・面接カウンセリングが受けられる窓口を設置
○衛生管理者等を対象とした研修会の開催
○所属所が実施するメンタルヘルス対策事業への助成
○メンタルヘルス記事を広報に掲載

○令和４年度と同様

⑱健康づくり・介護予防 ○島根県歯科医師会と歯科健診を委託契約し、広報やＤＭにより周知
○特定健診結果を活用した健康年齢通知を配布
○健康セミナーの開催
○ウォーキングイベントの開催。

○令和４年度と同様

雲南保健所 ①医療連携体制 ◯雲南地域保健医療対策会議（地域医療構想調整会議 全体会議） ◯雲南地域保健医療対策会議（地域医療構想調整会議 全体会議）
◯雲南地域保健医療対策会議 医療介護連携部会
　　（地域医療構想調整会議 関係者会議）

②がん ◯がん検診精度管理検討会　　※書面予定
○各種啓発の取組み

○令和４年度と同様

④心筋梗塞等の心血管疾患
○各種啓発の取組み
○健康寿命延伸プロジェクト（モデル地区活動）の取組み

○令和４年度と同様



⑫在宅医療 ○「雲南圏域　在宅医療・緩和ケア情報ファイル」の関係機関への配布

⑬緩和ケア及び人生の最終 ○「雲南圏域　在宅医療・緩和ケア情報ファイル」の関係機関への配布
○がんサロンの活動支援

◯緩和ケアネットワーク連絡会
○がんサロンの活動支援

⑱健康づくり・介護予防 ◯雲南圏域健康長寿しまね推進会議（全体会・5プロジェクト会議）　※書面
○健康寿命延伸プロジェクト（モデル地区活動）の取組み

◯令和４年度と同様
◯雲南圏域地域・職域ネットワーク会議

⑲母子保健 ◯母子保健推進協議会
◯母子保健担当会

㉑感染症保健・医療対策 ◯新型コロナウイルス感染症への対応
　　・ 感染症発生時の積極的疫学調査による感染拡大防止

㉒食品の安全確保対策 ◯食品衛生監視指導計画に基づく食品等事業者に対する監視・指導 ◯令和４年度と同様



雲南圏域の病床機能の状況

病院の病床機能報告結果（平成26年7月1日現在）
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答

1 277 0 199 30 48 0

2 115 0 60 0 55 0

3 158 0 98 0 60 0

4 48 0 48 0 0 0

598 0 405 30 163 0

地域医療構想における必要病床数（平成28年10月策定）
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期

1 523 15 113 254 141

病院の病床機能報告結果（令和３年7月1日現在）
全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 無回答

1 277 0 153 76 48 0

2 115 0 0 60 55 0

98 0 51 0 47 0

4 48 0 48 0 0 0

計 538 0 252 136 150 0

飯南町立飯南病院

雲南市立病院

平成記念病院

町立奥出雲病院

飯南町立飯南病院

資料　５－３

3 町立奥出雲病院

雲南市立病院

平成記念病院

計

雲南構想区域
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＜R5.2.2雲南地域保健医療対策会議資料＞ 

地域医療連携推進法人 雲南市・奥出雲町地域医療ネットワーク及び地域医療連携コー

ディネーター取組状況報告 

 

1. 地域医療連携推進法人 雲南市・奥出雲町地域医療ネットワーク取組状況について 

取組状況 

令和 3 年 6月 29 日に当法人を設立し、「医療提供体制の機能分担及び業務の連携を推進

し、雲南市及び奥出雲町において良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制を確保し、

住民が安心して暮らせるまちをつくる。」を理念に、雲南市・奥出雲町の区域で活動を行っ

ている。令和４年度の事業は、地域住民に対し、安心安全で良質な医療・保健・介護・福祉

サービスを提供するために雲南圏域内の関係機関との更なる連携、協力体制が必要であり、

雲南医師会及び圏域内の病院に対し、本法人の参画の働きかけを進めたいと考えている。今

年度の主な事業内容と状況は以下のとおり。 

【継続事業】 

事業内容 状 況 

職員の相互派遣 医師派遣 

雲南市立病院⇒町立奥出雲病院 

耳鼻科（3 回程度/月）、内科（毎週木曜日） 

産婦人科（1 回/月） 

町立奥出雲病院⇒雲南市立病院 

内科（認知症）（1回程度/月） 

院内感染防止対策及び医療安全対策の強化 ・感染防止対策 

今年度から感染対策向上加算１の届出によ

り、雲南保健所、町立奥出雲病院、平成記念

病院、雲南市立病院に加え、外来感染対策

向上加算の届出のため医師会と連携し合同

カンファレンス等を実施。4回/年実施予定。 

R4.5.25 実施、今年度中に 3 回実施する予

定 

・医療安全対策 

医療安全対策地域連携加算Ⅰに係る合同カ

ンファレンスを島根県立中央病院、町立奥

出雲病院と行った。R4.12.21、R5.1.26 

認定看護師の知識と技術の有効活用 ・認知症認定看護師による奥出雲病院・雲

南市立病院合同研修会を開催 

テーマ「帰宅願望への支援を考える」 

R4.8.4 

・合同出前講座「認知症について」 

町立奥出雲病院・雲南市立病院の認知症認

定看護師による合同開催 

R4.11.18 

周産期医療及び小児医療の機能（役割）分

担 

雲南市立病院⇒町立奥出雲病院 

産婦人科医師の派遣 

【令和 4 年度からの新規事業】 

事業内容 状 況 

医療連携推進コーディネーターの活用 2.に記載 

医療従事者を確保・育成する取組み 雲南市及び奥出雲町の地域枠推薦医学生や

医師と、雲南圏域の現状と当該地域の医療

の課題を共有するための取組みとして、雲
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南市・奥出雲町地域医療交流会を開催  

R4.11.22 

 

2. 地域医療連携コーディネーター取組状況について 

 事業計画 

 雲南圏域内の各関係機関との連携体制の構築を図るため、島根県の補助金事業「病床の

機能分化に向けた医療連携推進コーディネーター配置事業」を活用し、事業を推進する。

雲南圏域内の各関係機関との連携体制の構築を図るため、医療連携推進コーディネーター

を配置し事業を推進する。 

 取組状況 

島根県の医療連携推進アドバイザー派遣事業を活用し、地域医療連携推進法人 江津メ

ディカルネットワークのコーディネーターの取組について情報交換を行った。 

令和4年10月に当法人にコーディネーターを配置し、令和4年12月に雲南医師会会長及び

雲南医師会仁多ブロックの会議に参加し、コーディネーターの紹介等を行っているが、今

後、コーディネーターの役割を果すべく取り組みを進めていきたい。 

 コーディネーターの役割について 

各地域で行政や病院主導で目指すべき医療提供体制が検討される中、その議論に参画が

必要な関係者は多岐に渡るが、医療連携推進コーディネーターの主たる役割は「在宅医療

の推進に向けた医師の思い・課題・意の見える化」と位置付け、医師会・行政への協議・

報告である。 

⑴保健所担当者との定期的な意見交換→検討・企画 

⑵医師との対話を通じた課題把握 

地域で在宅医療に取り組む医師（診療所、病院等）の現状・課題・疑問・思いを把握 

地域の医師による意思決定の場（郡市医師会理事会等）への参画→意思決定 

⑶圏域・市町村単位の会議（医療介護連携部会等）への参画等→報告・評価 

⑴～⑶は必ず実施することとし、その費用として最大400万円を補助（ＣＮの人件費に相

当） 

⑴～⑶を経て実施が決まった取組は、その費用を別途補助（最大25万×下記４項目） 

(4)地域の医療介護資源の把握と分析 

(5)医師の在宅医療への取組促進に向けた環境づくり 

(6)医師と他職種との連携強化 

(7)地域住民への普及啓発 

 

3. 法人参画への働きかけについて 

雲南圏域の安心安全で良質な医療・保健・介護・福祉サービスを提供するためには、雲南

圏域内の関係機関との更なる連携や協力体制が必要であり、雲南医師会及び圏域内の病院

に対し、本法人の参画の働きかけを進めている。令和 4年 12 月に平成記念病院から加入の

意向があり、令和 5年 4月加入に向けて取り組みを進めている。 



雲南圏域の地域医療の状況と
次期医療計画について

雲南保健所
所長 梶浦靖二

2023年2月2日雲南地域保健医療対策会議

1

資料 ７
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今回、利用したデータ
１ 2020年病床機能報告と2021年病床機能報告の比較

2020年：2019年7月1日～2020年6月30日
2021年：2020年7月1日～2021年6月30日

２ EMITAS-Gによる集計
ニッセイ情報テクノロジー株式会社が作成した医療・介

護・保健情報統合分析システム（国保・退職者・後期高齢
者）



3

2020年度病床機能報告における病床の状況

一般病床 医療療養病床

計いわゆる
急性期

地域包括
ケア

いわゆる
回復期

回復期
リハ

地域包括
ケア

いわゆる
慢性期

雲南市立病院
153床

（急性期一般
入院料5）

46床
（地域包括ケア
病棟入院料2）

30床
（回復期リハ

病棟入院料3）

48床
（療養病棟
入院料1）

277床

平成記念病院
60床

（地域一般
入院料3）

55床
（療養病棟
入院料1）

115床

奥出雲病院
82床

（急性期一般
入院料4）

32床
（療養病棟
入院料1）

114床

飯南病院
48床

（急性期一般
入院料5）

10床
（48床の内数）

（地域包括ケア
医療管理料1）

48床

計 283床 46床 60床 30床 135床 554床

（参考）地域医療
構想必要病床数 128床 254床 141床 523床

（2020年度病床機能報告2019年7月1日～2020年6月30日）
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一般病床 医療療養病床

計いわゆる
急性期

地域包括
ケア

いわゆる
回復期

回復期
リハ

地域包括
ケア

いわゆる
慢性期

雲南市立病院
153床

（急性期一般
入院料4）

46床
（地域包括ケア
病棟入院料2）

30床
（回復期リハ

病棟入院料3）

48床
（療養病棟入

院料1）

277床

平成記念病院
60床

（地域一般
入院料3）

55床
（療養病棟入

院料1）

115床

奥出雲病院
51床

（急性期一般
入院料6）

25床
（47床の内数）

（地域包括ケア
入院管理料2）

47床
（療養病棟入

院料1）

98床

飯南病院
48床

（急性期一般
入院料5）

10床
（48床の内数）

（地域包括ケア
医療管理料1）

48床

計 254床 48床 60床 30床 150床 542床

（参考）地域医療
構想必要病床数 128床 254床 141床 523床

2021年病床機能報告における病床の状況

奥出雲病院における病床数削減と病床機能の見直し
→ポストアキュート機能としての地域包括ケア病床の確保
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ため報告なし

入院患者の状況～病床機能報告

2019年報告

2020年報告 雲南市立地域包括ケア病床患者数の減
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〇雲南市立病院が地域包括ケア病棟に新型コロナ病
床を確保されたことにより、地域包括ケア病棟入院患
者数が減少
→サブアキュート期を経ずに退院することの影響は？

（地域包括ケア病床の役割）

・入院前の生活の振り返り
・退院に向けての意思決定の支援
・退院や療養に関する不安解消
・退院に向けての家族支援
・多職種連携のコーディネーター的役割

〇平成記念病院では「予定外の救急医療入院以外の
入院患者」の割合が高い
→家庭での急変時に上手に対応しているのではない
か？



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ａ得点が２点以上かつＢ得点が３点以

上またはＡ得点が３点以上またはＣ得

点が１点以上の患者割合

A得点1点以上の患者割合

A得点2点以上の患者割合

A得点2点以上かつB得点3点以上の患

者割合

A得点3点以上の患者割合

C得点1点以上の患者割合

重症患者の対応状況～病床機能報告
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

「Ａ得点2点以上かつＢ得点3点以上」

または「Ａ得点3点以上」または「Ｃ得点

1点以上」または「「B14」又は「B15」に

該当する患者であって、Ａ得点1点以

上かつB得点3点以上」の患者割合

A得点1点以上の患者割合

A得点2点以上の患者割合

A得点2点以上かつB得点3点以上の患

者割合

A得点3点以上の患者割合

C得点1点以上の患者割合

「B14」又は「B15」に該当する患者で

あって、Ａ得点1点以上かつB得点3点

以上の患者割合

2019年報告 2020年報告

2020奥出雲病院

病床数削減及び病床
機能の見直しがあっ

たため報告なし

雲南市立

奥出雲
飯南

医療・看護必要度Ⅰ
の指標見直しによる
割合の減 ★

★

★

★
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〇雲南市立病院一般病棟における重症患者割合の減少
→医療・看護必要度Ⅰの指標から、「「B14」又は「B15」に
該当する患者であって、Ａ得点1点以上かつB得点3点以
上」の患者が削除された影響か？
B14：診療・療養上の指示が通じない
B15：危険行動
A得点：創傷処置、呼吸ケア、点滴ライン3本以上の管理、心電図モニター、輸血
や血液製剤の管理、専門的な治療・処置、救急搬送
B得点：寝返り、移譲、口腔清潔、食事摂取、衣服の着脱に関する自立度

〇飯南病院は重症患者の割合は変わらないが、A得点
の患者の割合が増加
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救急医療の状況～病床機能報告
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〇全体的に休日、夜間・時間外の利用者が減少
→コロナの流行で学校や仕事が休めるようになり、日勤
帯の利用が増えた？

〇雲南市立病院の救急車受入件数の増加
→コロナの流行で持病が悪化しても我慢するようになっ
た？



入院前の状況～病床機能報告
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〇各病院とも入棟前の状況に大きな変化はない

〇他の病院、診療所からの転院の割合が少ない
→他圏域入院患者の受入体制の確保が課題
→奥出雲病院医療療養病床において地域包括ケア病床が
確保された効果について今後、見守る必要あり

〇飯南病院は介護施設・福祉施設からの入院の割合が高い
→施設におけるケアのあり方は要検討（看取りはできている
と思われる）

〇地域包括ケア病床や医療療養病床に家庭からの入院も
一定数あり
→これらの病床がレスパイト機能を担っているのではない
か？



退棟後の状況～病床機能報告
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〇医療療養病棟での死亡が多い
→医療介護連携による慢性期患者の受入体制の確保
→患者の精神的苦痛・霊的苦痛への対応、看護師のバー
ンアウト対策

〇奥出雲病院医療療養病棟は死亡の割合が少ない
→施設や在宅での看取り機能を高める
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〇平成記念病院でも在宅医療が行われるようになり、圏域
全ての病院で在宅医療が取り組まれるようになった
→病病連携・病診連携で在宅医療の需要へカバーする必
要あり
→地域医療連携推進法人の枠組みを活用したネットワーク
化
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雲南市在住者のコロナ流行前後の入院病床内訳
～EMITAS-G
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奥出雲町在住者のコロナ流行前後の入院病床内訳
～EMITAS-G
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飯南町在住者のコロナ流行前後の入院病床内訳
～EMITAS-G
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の利用が少ない→在宅医療でカバー？
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〇雲南市在住者の一般病床患者数に対する地域包括ケア
病床患者数の割合の減少
→地域包括ケア病床をコロナ病床へ活用した影響か？

〇奥出雲町在住者の一般病床患者数の減少
→奥出雲病院の病床削減の影響か？

〇飯南町在住者の一般病床患者数に対する地域包括ケア
病床患者割合、医療療養病床患者割合が少ない
→在宅医療でカバーしているのではないか？
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雲南市在住者の病床別医療機関所在地（2021年7月）
～EMITAS-G

出雲圏域の療養病床
利用が多い

回復期・慢性期では自圏域割合が高い
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奥出雲町在住者の病床別医療機関所在地（2021年7月）
～EMITAS-G
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ケア病床（医療療養）利用

回復期・慢性期では自圏域割合が高い
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飯南町在住者の病床別医療機関所在地（2021年7月）
～EMITAS-G
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の利用が少ない
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〇大東、横田、三沢、海潮、鳥上、木次、志々、赤名は入
院における雲南圏域医療機関の割合が60％未満である。

〇大東、横田、三沢、鳥上、木次は外来における雲南圏域
医療機関割合が７８％以上と高く、退院後は雲南圏域の医
療機関でフォローされていると思われる。

〇海潮、志々、赤名は外来における雲南圏域医療機関割
合が６０％以下と低く、退院後も引き続き他圏域の医療機
関でフォローされていると思われる。

〇阿井、来島は雲南圏域医療機関の割合が入院よりも外
来で低く、普段は他圏域医療機関の医療機関に罹ってい
た人が、雲南圏域医療機関に入院しているケースが多いと
思われる。
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第８次医療計画等に関する検討会（2022年12月28日）

第8次医療計画の「医療計画作成指針」及び「疾病・事業及び在宅医療に係わる医療提供体制構
築に係わる指針」等の見直し意見のとりまとめが行われた。雲南圏域に係わる主な概要は以下のと
おり。
Ⅰ 医療計画全体に関する事項
１ 医療計画の作成
・新型コロナ感染症の感染拡大が医療提供体制整備に多大な影響を及ぼし、地域医療の課題が浮き
彫りに
・入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化・強化・連携等の重要性、地域医療全体を視野に入れ
た適切な役割分担の下で、必要な医療を面として提供することが重要に
２ 医療提供体制について
・ロジックモデルの活用
・地域医療支援病院の整備
３ 医療従事者の確保等の記載事項
（１）医師の確保
・医師偏在指標の見直しと医師偏在対策の推進
・医師の労働時間の短縮や地域医療構想と連動した取組
（２）医師以外の従事者の確保
・病院における歯科専門職の活用と医科歯科連携の推進
・病院薬剤師と薬局薬剤師の役割の明確化と地域の実情に応じた薬剤師の確保
・マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用、訪問看護師の確保、専門性の高い看護師の確保
４ 医療安全の確保等について
・医療事故調査制度の活用
５ 基準病床数等
・基準病床数等は新型コロナウイルス感染症ぼ影響を受けていない最新の数値を使用
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６ 医療計画の作成手順
・他の法律規定の計画との調和（特に介護保険事業計画）、外来計画・医師確保計画と一体的策定
・都道府県地域医療構想は2025年に見直し、新たな構想策定
Ⅱ ５疾病・６事業及び在宅医療のそれぞれの医療提供体制に関する事項
１ ５疾病について
（がん）
・多職種連携によるチーム医療
・高齢者のがん患者の地域の医療機関と介護施設等との連携
（脳卒中）
・ロジックモデルの活用
・脳卒中診療における遠隔医療活用による標準治療の均てん化
・回復期医療機関の受入の拡充
（心血管疾患）
・ロジックモデルの活用
・感染拡大時の医療体制の整備
・ACPの推進
（糖尿病）
・糖尿病診療におけるかかりつけ医と専門家等との連携
・地域の保健師と連携した予防と医療の連携の強化
・糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進
（精神疾患）
・「本人の困りごと等」への支援と患者の緊急ニーズへの対応
・精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
２ ６事業について
（救急）
・高齢救急患者が帰宅する際の生活上の留意点の指導や必要な支援へのつなぎ
・高次医療機関からの必要な転院搬送の促進
・ACPの推進
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（災害）
・DMATの新興感染症患者の感染制御活動
・災害時の多職種連携
・病院のBCP策定
（地域医療）
・巡回診療等におけるオンライン診療の活用
（周産期）
・医療と母子保健等との連携による産前・産後ケア
・ハイリスク妊産婦への支援
・医師の勤務環境改善
（小児）
・医療的ケア児の在宅ケア移行支援
・小児科以外の診療科との連携
・医師の勤務環境改善
（在宅医療）
・在宅医療の需要に応じた訪問診療や訪問看護の体制整備
・在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備
・在宅医療におけるチーム医療の推進
・急変時・看取り時における本人・家族の希望に沿った医療・ケアの提供体制の整備
・在宅医療における看護師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、リハビリ専門職、栄養士等の役割の
明確化
Ⅲ 外来医療にかかる医療提供体制の確保に関するガイドラインに関する事項

現計画と特に変更なし
Ⅳ医師確保計画策定ガイドラインに関する事項
・医師偏在指標の精緻化（非常勤医師についても考慮）
・医学部定員削減の方向性における、安定的な医師確保の方策
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脳卒中のロジックモデル


